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1 検討概要 

1.1 検討目的 

泡消火設備は、駐車場や危険物施設等において用いられている消火設備であり、当該設

備に用いられている一部の泡消火薬剤には、油火災に対する消火性能を高めるため、有機

フッ素化合物のうち PFAS1を含有するものが用いられてきたところである。しかしながら、

PFAS の一種である PFOS2（その塩を含む）、PFOA3（その異性体、これらの塩及び PFOA

関連物質を含む）及び PFHxS4（その異性体、これらの塩を含む）（以下「PFOS 等」とい

う。）は、難分解性、生物蓄積性、長距離移動性を有することから、国内において規制や

リスク管理に関する取組が進められており、これらの取組の対象となる物質は順次拡大さ

れている。 

 このような状況を踏まえ「予防行政のあり方に関する検討会」の部会である「消防用設

備等の設置・維持のあり方に関する検討部会」（以下「検討部会」という。）において、

PFAS を含有しない消火設備の普及に向けて検討したものである。なお、令和６年度の本

検討部会では、防火対象物において PFAS を含有する水成膜泡消火薬剤の主な設置先とな

っている駐車場について、必要な性能を確保しつつ、PFAS を含有しない他の種別の泡消

火薬剤への切替えに係る負担をなるべく小さくできるよう、基準を見直すことに主眼を置

いて検討した。 

 

 

1.2 これまでの検討経過 

 消防庁では、本検討部会に関連して、令和元年度から泡消火設備に求められる性能や泡

消火薬剤に含有する PFAS に係る国際的な規制の動向を整理した上で、泡消火設備に係る

新たな設置基準等を検討してきた。なお、これまでの検討経過は以下のとおりである。 

 

年度 検討または実験内容 

令和元年度 ・火災統計データや火災事例調査、文献調査から火災リスクや火災シ

ナリオを整理。 

・泡消火設備に求められる消火性能を検討。 

 

1 ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物の総称 

2 ペルフルオロオクタンスルホン酸 

3 ペルフルオロオクタン酸 

4 ペルフルオロヘキサンスルホン酸 
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令和２年度 ・FDS によるシミュレーションを活用して自動車火災の簡易模型を製

作。 

・製作した簡易模型と実車の燃焼比較実験を実施。 

令和３年度 簡易模型を用いて、既存の泡消火設備の消火性能を確認するための実

験を実施。 

令和４年度 実車を用いて、既存の泡消火設備の消火性能を確認するための実験を

実施。 

 

 

1.3 検討部会の開催状況 

令和６年度の検討部会のスケジュールは次のとおり。 

  

＜第 1 回検討部会（令和 6 年 7 月９日）＞ 

〇環境に配慮した消火設備に関する検討の背景と現状 

〇環境に配慮した消火設備に関する課題認識と今後の方向性 

〇泡消火薬剤の規格への対応案 

〇消火装置工業会の取組状況等 

 

 

＜第２回検討部会（令和 6 年 12 月 24 日）＞ 

〇自動車の燃焼実験について 

〇自動車火災の簡易模型について 

〇実車を用いた消火実験について（第１回） 

〇簡易模型を用いた消火実験について 

〇これまでの実験等を踏まえた対応について 

 

 

＜第３回検討部会（令和７年２月 17 日）＞ 

〇 実車を用いた消火実験について（第２回） 

〇 駐車場における B 火災（燃料漏洩火災）の取扱いについて 

〇 環境に配慮した消火設備の設置基準に関する検討報告書（案） 
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2 PFAS を含有する泡消火薬剤に対する環境規制 

1.1 検討目的でも述べたとおり、一部の泡消火薬剤には、油火災に対する消火性能を高

めるために PFOS 等が含有されているが、当該物質は難分解性、生物蓄積性、長距離移動

性を有することから、残留性有機汚染物質（POPs：Persistent Organic Pollutants）から人

の健康及び環境を保護することを目的とした「残留性有機汚染物質に関するストックホル

ム条約」（以下「POPs 条約」という。）において、製造及び使用の廃絶・制限等の対象と

なっている。 

 POPs 条約を批准している我が国においては、化学物質の審査及び製造等の規制に関す

る法律（昭和 48 年法律第 117 号。以下「化審法」という。）に規定する、第一種特定化学

物質に PFOS 等を指定し、製造や輸入を原則禁止にする等の規制を課している。 

 第一種特定化学物質を含有する泡消火薬剤については、化審法の規制後は新たに製造す

ることが禁止されている一方、規制前に製造されたもので、すでに建物に設置されている

泡消火薬剤については、火災時等の使用（泡消火薬剤の放出）は規制されていないため、

既存建物には、当該泡消火薬剤が設置されているものが相当数あるのが現状である。これ

らについては、環境への排出抑制の観点から、保管、点検、使用、廃棄等の際には、以下

の法令等に基づき、必要な措置が求められている。 

 

（１）化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表 PFOS 又はそ

の塩の項、PFOA 若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン

酸関連物質の項又は PFHｘS 若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消

火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令（平成

22 年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・ 環境省・防衛省第１号） 

   第一種特定化学物質（PFOS 等）を含有する消火薬剤の取扱い（貯蔵、保管、点検

等）に関する技術基準が定められている。 

 

（２）水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号） 

   令和５年２月に水質汚濁防止法施行令（昭和 46 年政令第 188 号）が改正され、水質

汚濁防止法（以下「水濁法」という。）第２条第４項に規定する指定物質に PFOS 及び

その塩、PFOA 及びその塩が追加された。 

本改正により、事故（災害含む）によりこれらを含有する泡消火薬剤が漏洩した場

合で、河川への流出や地下に浸透することにより、人の健康や環境を汚染するおそれ

がある場合は、応急措置を講ずるとともに、速やかに事故の状況や措置の概要を都道

府県知事に届け出なければならない。ただし、消火に伴う排出等は、前述の対応の対

象外となっている（可能な限り都道府県又は水濁法政令市に情報提供することとされ

ている）。 
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（３）廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号） 

   PFOS 等を含む泡消火薬剤の廃棄にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律及び PFOS 及び PFOA 含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項に基づき、適正に

保管や収集運搬、委託処理することが必要とされている。また、PFOS 及び PFOA 含

有廃棄物の処理に関する技術的留意事項では、当該廃棄物の処理方法として焼却処理

（PFOS 含有廃棄物：約 850℃以上、PFOA 含有廃棄物：約 1,000℃以上（約 1,100℃

以上を推奨））が掲げられており、安全かつ確実に分解処理することが必要とされて

いる。 

  

また、PFOS 等が化審法の第一種特定化学物質に指定されて以降は、第一種特定化学物

質は含有しないものの、これらの規制対象物質以外の PFAS を含有する泡消火薬剤が製造

されていると考えられる。なお、国内の泡消火薬剤における PFAS の含有状況について

は、消火設備の関連企業で構成されている一般社団法人日本消火装置工業会の調査により

一覧化され、ホームページに公開されている。 
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3 現状の課題と検討の方向性 

3.1 駐車場における消火設備の設置基準と課題 

駐車場における消火設備の設置基準については、消防法、消防施行令、消防法施行規則

等において定められており、各消火設備の主な特徴は表１のとおりである。 

既存の駐車場において多く設置されているのは、フォームヘッドを用いる泡消火設備

（ルート A）である。泡消火設備に充填されている泡消火薬剤のうち水成膜泡消火薬剤は

油火災に対する消火性能に優れ、現行の設備基準において、床面積１㎡あたりの放射量が

合成界面活性剤泡消火薬剤やたん白泡消火薬剤よりも少なく 、ポンプや配管等の設備コス

トが抑えられることから、既存の駐車場において主流となっているが、当該泡消火薬剤は

PFAS を含有している。そのため、環境排出抑制の観点から、PFAS を含有しない合成界面

活性剤泡消火薬剤やたん白泡消火薬剤に早期に交換していくことが望ましい。しかしなが

ら、現行の設備基準では放射量を大きくする必要があるため、既存の駐車場において泡消

火薬剤を交換しようとした場合には、配管やヘッド、ポンプ、水槽など泡消火設備全体の

大規模改修が必要となる。そのため、駐車場オーナーの負担が大きく、PFAS を含有しな

い泡消火薬剤への交換が進んでいないことの一因となっている。 
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表１ 駐車場に設置される消火設備の主な特徴567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 検討の方向性 

 駐車場において、大規模な改修を要さず、PFAS を含有しない泡消火薬剤への交換を可能

とすることを目指して、消火実験やシミュレーションを行い、設置方法の見直しを行うこ

ととした。 

具体的には、床面積１㎡あたりの放射量が最も少ない水成膜泡消火薬剤から合成界面活

性剤泡消火薬剤等の他の種別に変更する場合であっても、火元車両から隣接車両への延焼

抑制性能を一定程度有している場合には、水成膜泡消火薬剤と同様の放射量で差し支えな

いものとする。これにより、既存の駐車場においては、水成膜泡消火薬剤から PFAS を含

有しない合成界面活性剤泡消火薬剤等に交換した場合であっても配管やポンプ等を改修す

る必要がなくなる。また、新規の駐車場においても、PFAS を含有しない合成界面活性剤

泡消火薬剤等が選択されやすくなると考えられる。  

 

5 仕様規定：消防法施行令第２章第３節に技術基準を規定。 

6 性能規定：消防法施行令第 29 条の４第１項に規定。通常の消防用設備等と同等性能を有するものにつ

いては、総務省令で新たに位置づけ、通常設備に代替。 

7 大臣認定：消防法第 17 条第３項に規定。申請者は消防法第 17 条の 2 に基づく登録検定機関が行う性能

評価を受けた上で、総務大臣に申請。総務大臣は申請に係る設備が消防用設備等と同等以上と認める場合

は、特殊消防用設備等として認定。 
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4 検討内容 

4.1 検討の進め方  

検討を進めるにあたっては、まずは国内の過去 10 年間の駐車場火災や最近の大規模な駐

車場火災の事例調査、自動車火災に関する文献調査等を実施して、自動車の燃焼性状から

想定される火災シナリオや泡消火設備に求められる性能を整理することとした。 

次に、最近の自動車の燃焼性状を確認するため、比較的最近の自動車の燃焼実験（フリ

ーバーン）や火災事例の調査等により整理した泡消火設備に求められる性能等の妥当性を

確認するため、実車を用いた消火実験を実施することとした。 

 

 

4.2 検討結果 

4.2.1 国内の過去の駐車場火災の事例調査 

消防庁では、駐車場における火災リスクの整理のため、令和元年度に全国の消防本部に

対し、火災事例（平成 21 年から平成 30 年までの過去 10 年間において発生した事例）の調

査を依頼しており、計 361 件の報告を受けている（資料３参照）。 

このうち、自動車から出火した 208 件について、出火箇所別にみると、車室内から出火

したものが 89 件、エンジンルームから出火したものが 84 件、バンパー等の外周部から出

火したものが 28 件、タイヤ付近から出火したものが７件となっている。出火車両の焼損程

度が大きいものと隣接車両への延焼の件数が多いものは、いずれも車室内から出火したケ

ースであった。  

また、全火災事例のうち、泡消火設備、移動式粉末消火設備等の特殊消火設備が設置さ

れていた駐車場及び車庫の火災事例は 68 件であり、そのうち泡消火設備が作動した火災事

例は９件であった。 

これら９件の火災事例の内訳については、自動車の排気管に接触していた段ボールから

出火したものが 1 件、自動車から出火したものが 8 件となっている。段ボールから出火し

た火災事例については、散水障害がなかったため、泡消火設備の作動により鎮火に至って

いる。一方、車室内やエンジンルームから出火した事例では、車体等が散水障害となり、

泡消火設備の作動のみでは鎮火には至っていないが、その後に到着した消防隊の放水によ

り鎮火に至っている。結果として、泡消火設備が作動したいずれの火災事例も、自動車の

焼損台数は１台のみに抑えられ、隣接車両へ延焼拡大することはなかった。 
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4.2.2 最近の大規模な駐車場火災の事例調査 

最近、多数の車両が焼損する駐車場火災が国内外で発生している。 

国内においては、令和５年８月 20 日に神奈川県厚木市の駐車場（二層三段の自走式駐車

場）において、駐車場の２階に駐車されていた自動車から出火し、延べ 153 台の車両が焼

損する火災が発生した。海外においては、令和５年 10 月 10 日にイギリスのルートン空港

の自走式駐車場において、３階に駐車されていた自動車から出火し、推定 1,200 台の車両

が被害を受ける火災が発生した。 

これらの火災は甚大な物的被害が発生した事案である一方、どちらの駐車場も一定の開

放性を有していることから、固定式の消火設備（日本の場合は水噴霧消火設備、泡消火設

備、不活性ガス消火設備等から選択、海外の場合はスプリンクラー設備が主流）が設置さ

れていないものであった。 

そのため、泡消火設備の設置を前提とした今回の検討の対象範囲ではないが、これらの

火災に影響したとされている最近の自動車の可燃性部品の増加に伴う燃焼性状の変化につ

いては、今回の検討においても考慮することとする。 

 

 

4.2.3 文献調査 

    過去に実施された自動車の燃焼実験等に係る文献調査にて明らかになった、自動車の燃

焼性状に関する主な内容は以下のとおりである。 

（１）自動車火災全般 

ア 総発熱量や燃焼時間等は車両重量に比例して増加する。一方、可燃物割合は車

両重量が大きくなると減少傾向を示す8。 

イ  最大発熱速度と総発熱量は車種により異なり、最大発熱速度は 2.4MW～

6.8MW、総発熱量は 2.7GJ～8.4GJ である。発熱速度の推移を見ると、いずれの

車種においても発熱速度が急激に上昇するピークが複数回現れており、最初のピ

ークで約 2～3MW を示している9。 

ウ 近年の自動車は、合成樹脂等の可燃性部品が多く使用されており、火災危険性

が増加している。加えて、車両自体が大型化しているため可燃物量も多くなって

いる。可燃物の増加により、火災の進展速度、着火容易性、隣接車両への延焼の

危険性が高まっている。駐車場の車両間で 10～20 分程度で急速に延焼することが

分かっている10。 

 

8 資料編の参考資料１：田村陽介、「車両の大小による発熱速度」 

9 増田秀昭、「自動車火災を受ける構造部材の耐火設計手法」、平成 16 年度建築研究所講演会資料 

10 Modern Vehicle Fire Hazards in Parking Garages and  Vehicle Carriers(近年の屋内駐車場における車両

火災の危険性) NFPA 2020 
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（２）車室内に着火した燃焼実験 

ア 運転席のシートに着火した場合、着火後８分間は約 0.4MW、その後フロントガ

ラスの破壊により車内が爆発的に燃焼し、発熱速度が約２MW となった。30 分後

にバンパー、タイヤなどの外周部に延焼し発熱速度が上昇し約４MW、発熱速度

のピークは着火から 47 分後で約 4.5MW であり、60 分程度で燃焼がほぼ終了した

11。 

イ 車両の前面、後面に形成される火炎形状は、エンジンルームの面積やトランク

ルームの有無など車体の構造によって変化するため、前面、後面に配置した可燃

物の表面温度も、車種によってばらつきが大きい。また、自動車側面に配置した

可燃物への影響の方が大きい12。 

（３）エンジンルームに着火した燃焼実験 

ア 窓ガラスの開閉に関係なく、エンジンルームから火炎が噴出した後に車室内に

火災が進展しており、車室内から火炎が噴出するのは着火から 20 分後以降である

13。 

イ 車室内から車両前後方向への輻射熱の熱流束は、水平距離１m の箇所において、

窓ガラスの開閉にかかわらず 10kW/㎡以下であり、着火可能性は低い。側面方向

への輻射熱の熱流束は、水平距離１m の箇所において、最高 17～18kW/㎡となり

周囲の可燃物へ着火危険性はあるが、輻射熱に寄与する車室内の燃焼が大きくな

る時間は、窓ガラスが全閉の場合は着火から約 45 分後、全開の場合は着火から約

25 分後である14。 

（４）外周部に着火した燃焼実験 

ア 右後タイヤの泥よけに着火した場合、窓ガラスが閉じていると、燃焼が進むに

つれて車室内に可燃性気体が充満し、窓ガラスが破損すると、爆発的な燃焼が生

じる。一方、窓ガラスが開いているとその開口部から車室内へ火災が進展する。

いずれの条件においても着火から 20 分過ぎに発生した車室内の急激な燃焼ととも

に発熱速度が上昇し（閉じている窓ガラスは全壊）、車両側面方向の輻射熱が急

激に増大している。その際の発熱速度のピークは約６MW である15。 

 

11 原田、新谷ほか、「自動車燃焼実験（その１ 実験概要と燃焼拡大性状）」、平成 15 年度日本建築学会近

畿支部研究報告集 

12 岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への輻射熱の計算」、平成 14 年度日本火災学会研究

発表会概要集 

13 渡邉、岡本ほか、「自動車火災における火炎挙動」、平成 15 年度日本火災学会研究発表会概要集 

14 岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への影響（その２）」、平成 15 年度日本火災学会研究

発表会概要集 

15 渡邉、岡本ほか、「自動車火災における火炎の進展」、平成 16 年度日本火災学会研究発表会概要集、 
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イ ミニバンの右後タイヤ泥よけに着火した場合は、着火から 10 分後に車室内に火

災が進展したが、すぐに酸欠状態になり、着火から 39 分後に窓ガラスが破損した

ことにより車室内全体に拡大、発熱速度が上昇し(約４MW)、周囲への輻射熱が

大きくなった。前バンパーに着火した場合においても同様に着火から 45 分後にフ

ロントガラスが破損したことにより盛期火災となり発熱速度が６MW となった。

フロントガラスが破損するまでの発熱速度は約２MW 以下である16。 

 

 

4.2.4 駐車場における火災シナリオの整理 

 前述の火災事例の調査や文献調査等にて明らかになった、自動車の燃焼性状から想定さ

れる火災シナリオは図１のとおりである。 

自動車火災は、車室内で出火した場合において、火災が徐々に拡大し、窓ガラスが割れ

開口部が形成されると急激に拡大し、２～３ＭＷ程度の発熱速度に達する。その際、消火

設備が作動した場合には、出火車両の車体が散水障害となり、鎮火には至らないものの、

開口部から火源に放射されることにより火勢は一定程度抑制されると考えられる。 

 また、車両外周部で発生した火災においては、前述の発熱速度になる前の段階で、泡消

火設備が作動し、有効に火勢が抑制されると想定されると考えられ、車室内で出火した場

合、車両外周部で出火した場合のいずれの場合においても、隣接車両への延焼は抑制され

ると考えられる。 

 

図１ 火災シナリオのイメージ 

 

岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への影響（その３）」、平成 16 年度日本火災学会研究発

表会概要集 

16 岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への影響（その３）」、平成 16 年度日本火災学会研究

発表会概要集 
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図２ 火災シナリオ 

 

 また、駐車場における火災シナリオとして、燃料が漏洩して出火する火災が想定される

が、過去 10 年間の駐車場火災の事例としては、走行中のグレーチングの跳ね上げによる燃

料漏洩の１件のみであった。燃料の漏洩量については、その原因や発生状況によって異な

ることから一律に漏洩量を設定することは困難であり、基準としては道路運送車両法によ

ることとされている。具体的には「衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準」（道路運

送車両の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）別添）（参考

資料３）が定められており、時速 50km 程度で衝突した場合の燃料タンク及び燃料配管か

らの漏洩量として、最初の１分間は 30g 以下、かつ、5 分間で 150g 以下とされている。そ

のため、駐車場内は徐行することを考慮すれば、多く見積もったとしても漏洩量は毎分 30

ｇ程度と想定でき、この程度の漏洩量であれば、車室内から出火した場合の発熱速度から

は十分に小さく、燃焼性状への影響は少ないと考えられることから、燃料漏洩火災のシナ

リオを個別に設定する必要はないと考えられる。本検討において燃料漏洩火災を想定した

実験も実施しているが、前述した理由から参考として取り扱う。 

 

 

車室内から出火 タイヤ等の外周部
から出火

エンジンルーム
から出火

隣接車両への
延焼危険性

⇓

A 車室内から火炎噴出

前部フェンダーから車室
内に火災が進展

バンパーやフェンダーか
ら車室内に火災が進展

時間

• 車種にもよるが発熱速度は約２～３ＭＷ
• 車体による散水障害がある
【求められる消火性能】
⇒隣接車両への延焼防止

窓の開閉、破損状況によって火災の進展は異なるが、発
熱速度が徐々に増加していく

車室に開口部が生
じた時点から爆発
的に燃焼し、急激
に発熱速度（２～
３ＭＷ程度）が上
がることがある

盛期火災

車種にもよるが、その後さらに延焼拡大すると、発熱速度は約６～７ＭＷに達する

Aに達する前に消火設備が作動する（通常の駐車場
の天井高（３～４メートル程度）であれば、２種の
感知レベルで１MW以下で作動）

窓が全閉 開口部あり

Aの火災規模に
なってから消火
設備が作動する
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4.2.5 消火設備に求められる性能の整理 

現行基準上、泡消火薬剤については検定17 により性能（ガソリン４㎡の消火）が確認さ

れているとともに、泡消火設備のヘッドは消火すべき対象物が当該ヘッドの有効防護空間

（基準上求められる放射量が得られる空間的な範囲）内に包含できるように設けることと

されていること等により、泡消火薬剤が直接かかる部分については消火することができる

性能が担保されている。 

一方、自動車火災の特性（車室内や車両下部の散水障害が大きいなど）を踏まえると、

PFAS を含有する水成膜泡消火薬剤を用いた場合を含め、ヘッドの位置が固定された消火

設備により完全に鎮火することは実態として困難であると考えられる。実際に、前述のと

おり、駐車場の火災事例においては、泡消火設備により火勢抑制が図られた後、消防隊等

の人手による消火活動により鎮火しているケースが一般的である。 

こうしたことから、駐車場に設置する泡消火設備に求められる具体的な性能としては、

消防隊が到着するまでの間、火勢を抑制し、隣接車両への延焼を抑制することであると整

理することが適当である。この場合において、消防隊が到着するまでの時間については、

近年の建物火災における消防隊の放水開始時間を踏まえ 20 分間とする。また、火災の抑制

（隣接車両への延焼防止）については、最も延焼リスクが高いと考えられる隣接車両のド

アミラーや車体側面に着火しないことを求めることとする。 

 

表２ 建物火災の放水開始時間18 

 

 

 

 

 

  

 

17 消防法第 21 条の２に規定。消防の用に供する機械器具等のうち、一定の性能等を有することについ

て、あらかじめ検査を受ける必要性の高いものを対象として実施するもの。 

18 令和元年から令和５年の消防白書の「資料 1-1-45 建物火災の放水開始時間別焼損状況」により作成 

https://www.fdma.go.jp/publication/#whitepaper 

覚知から
放水開始まで

平成30年
（％）

令和元年
（％）

令和２年
（％）

令和３年
（％）

令和４年
（％）

5分以内
791

(7.4％)
677

(6.4％)
596

(6.2％)
494

(5.2％)
469

(4.9％)

5分を超え10分以内
4431

(41.5％)
4348

(40.8％)
3900

(40.4％)
3680

(38.5％)
3499

(36.2％)

10分を超え15分以内
3531

(33.0％)
3640

(34.2％)
3330

(34.5％)
3433

(35.9％)
3506

(36.3％)

15分を超え20分以内
1167

(10.9％)
1210

(11.4％)
1117

(11.6％)
1142

(11.9％)
1311

(13.6％)

20分を超えるもの
764

(7.2％)
777

(7.3％)
699

(7.2％)
820

(8.6％)
873

(9.0％)
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５ 実験結果やこれまでの検討等を踏まえた対応 

5.1 実車の燃焼実験（フリーバーン）の結果 

 4.2.3 文献調査のとおり、近年の自動車は合成樹脂等の可燃性部品が多く使用され、燃焼

性状に影響を与えていると推測される。そこで、自動車の可燃性部品の増加による燃焼性

状への影響を確認するため、実車の燃焼実験（フリーバーン）を実施した（資料５参照）。 

 実験には「現在普及しており、車体に樹脂製製品が多く使用されている平均的な自動車

19 」を選択し、着火場所は「車室内から出火し、開口部ができて延焼拡大する火災（A 火

災）」を想定し運転席としている。実験は、令和２年度及び令和６年度に実施しており、車

種は同一で製造年の異なる車両（令和２年度は平成 16 年製造、令和６年度は平成 26 年製

造）を使用している。 

 燃焼実験の結果、想定していた火災シナリオのとおり、窓が破損して開口部が大きくな

ると、空気が流入して爆発的に燃焼し、盛期火災に至る様子が確認できた。令和２年度の

実験では４分後には窓から火炎が出始め、令和６年度の実験では、燃焼拡大するまでに時

間を要し 62 分後であった（この頃にはおおむね１ＭＷの発熱速度）。その後、いずれも同

様に燃焼が継続し 12～13 分後にはおおむね４ＭＷ程度まで成長し、さらに 3 分後に最高発

熱速度に達した。その後、５～６分後には４ＭＷ程度まで発熱速度は減衰した。盛期火災

時の最高発熱速度は、令和２年度は７MW（総発熱量約 6.9GJ）、令和６年度が約８～９

MW（総発熱量約 6.4GJ）となった。 

なお、燃料が全量漏洩して車両下部から出火し延焼拡大する火災（B 火災）を想定し、

車両下に 0.8 ㎡のオイルパンに 45L のヘプタンを入れ着火させた実験も実施したが、泡消

火設備が作動する火災初期の段階の漏洩量としては過大であること、過去の火災事例を調

査しても B 火災に該当するものは特殊なケースのみであったことから参考と位置づけてい

る。 

 

19 一般社団法人日本自動車販売協会連合会が毎年公表している乗用車の販売台数の統計データ

（ https://www.jada.or.jp/pages/74/ ）において、2009 年から 2023 年までの 15 年間の累計販売台数が１

位（約 255 万台）の自動車を選択（２位：約 190 万台 ３位：約 180 万台）。また、2023 年の燃料別新

車販売台数のうち、半数以上の約 55％が、今回選択した自動車と同じ「ハイブリット車（HEV）」となっ

ている。  
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図３ 実験実施状況（A 火災：令和 6 年度実施時） 

 

図４ A 火災における発熱速度の時間変化（令和 6 年度実施時） 

 

5.2 実車を用いた消火実験の結果 

 自動車火災における泡消火設備の消火・延焼抑制性能を確認するため、現在普及してお

り、車体に樹脂製製品が多く使用されている平均的な自動車（フリーバーンで使用した車

種と同じもの）を燃焼させ、泡消火設備を起動した際の車両周囲の温度変化及び輻射熱の

熱流束を計測する実験を実施した（資料 6 参照）。 

なお、令和４年度に水成膜泡消火薬剤を用いた消火実験を、令和６年度に合成界面活性

剤泡消火薬剤（フッ素フリー泡）を用いた消火実験を実施している。 

火災想定については、過去の火災事例から隣接車両への延焼リスクが比較的高い出火パ
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ターンとなる車室内からの出火とし、窓ガラスが割れることにより開口部が形成され燃焼

拡大する火災（A 火災）とした（実車のフリーバーンの A 火災と同様）。 

設備構成については、①駐車場に広く設置されている標準的な泡消火設備（泡種別:水成

膜泡消火薬剤（PFAS含有）、放射量:3.7L/min・㎡、泡放出口の種別：フォームヘッド）

の場合と②泡消火薬剤の種別を合成界面活性剤泡消火薬剤（PFAS非含有）に変更した場

合（それ以外の条件については、水成膜泡消火薬剤を用いた消火実験と同様）の２パター

ンで実験を実施した。これは、前述の 

 

 

 

3.2 検討の方向性のとおり、既存の駐車場の泡消火設備の泡消火薬剤を PFAS を含有しな

いものに切り替える場合に、配管やポンプ等の設備の大規模な改修を要さないようにする

ため、放射量やヘッド等の設置環境は同条件として泡消火薬剤の種別のみ変更した場合の

消火設備の性能比較を行うために実施したものである。  

消火実験の結果、水成膜泡消火薬剤、合成界面活性剤泡消火薬剤のいずれのパターンで

あっても、泡放射後には燃焼車両からの熱放射が抑制され、10 分間の泡放射後 10 分経過

する間（消防隊が放水を開始するまでの間）において、隣接車両のミラーや車体を模した

部材への着火は認められず延焼を抑制することができていた。このことから、現在広く普

及している普通乗用車の火災に対し一定の性能（火勢抑制、隣接車両への延焼抑制）を有

していることがおおむね確認できた。 

なお、燃料が全量漏洩する B 火災も実施したが、フリーバーンの実験と同様、参考と位

置づけている。 

 

図５ 実験実施状況（水成膜泡消火薬剤：令和４年度実施時） 
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図６ 実験後のミラーの状況（水成膜泡消火薬剤：令和４年度実施時） 

 

 

図７ 実験実施状況（合成界面活性剤泡消火薬剤：令和６年度実施時） 

 

 

図８ 実験後のミラーの状況（合成界面活性剤泡消火薬剤：令和６年度実施時） 
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図９  輻射熱の時間変化の比較 

 

図 10 ドアミラーの時間変化の比較 

 

5.3 簡易模型を用いた消火実験の結果 

 5.1 実車の燃焼実験（フリーバーン）の結果に基づき、自動車火災の最盛期の状況が再

現できる簡易模型をクリブやオイルパンを用いて製作した。なお、火災想定については、

実車を用いた消火実験と同様、A 火災とした。 

製作した簡易模型の消火実験において、泡消火設備を起動した際の自動車周囲の温度変

化及び輻射熱の熱流束を計測し、泡消火設備の消火・延焼抑制性能を確認した（資料７参

照）。 

設備構成については、実車を用いた消火実験と同様、①駐車場に広く設置されている標

準的な泡消火設備（泡種別:水成膜泡消火薬剤（PFAS 含有）、放射量:3.7L/min・㎡、泡放

出口の種別：フォームヘッド）の場合と②泡消火薬剤の種別を合成界面活性剤泡消火薬剤
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（PFAS 非含有）に変更した場合の２パターンで実験を実施した。 

実験の結果、現在駐車場に設置されている標準的な泡消火設備（PFAS 含有）及びこれ

と放射量等を同条件にした合成界面活性剤泡消火薬剤（PFAS 非含有）を用いた消火設備

のいずれのパターンであっても、散水障害と熱気流の影響により、泡放射による模型内部

の燃焼物にほとんど届かず、直接的な抑制・消火効果は見られなかった。一方、10 分間の

泡放射中においては、隣接車両のミラーや車体を模した部材には泡消火薬剤が付着するこ

となどにより冷却され、着火する温度以下に抑えられており、延焼を抑制することができ

ていた。このことから、自動車火災の最盛期においても隣接車両への延焼抑制性能を有し

ていることがおおむね確認できた。 

 

 

図 11 実験実施状況（水成膜泡消火薬剤） 

 

 

図 12 実験後のミラーの状況（水成膜泡消火薬剤） 

 

 

図 13 実験実施状況（合成界面活性剤泡消火薬剤） 
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図 14 実験後のミラーの状況（合成界面活性剤泡消火薬剤） 

 

 

図 15 輻射熱の時間変化の比較 

 

 

図 16 ドアミラー温度の時間変化 
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5.4 実験結果等を踏まえた対応 

過去の火災事例や実験結果から得られた知見の範囲では、フォームヘッドを用いる泡消

火設備について、普通乗用車が駐車される一般的な駐車場であれば、合成界面活性剤泡消

火薬剤（PFAS 非含有）であっても、水成膜泡消火薬剤（PFAS 含有）と同程度の放射量で、

消防隊が到着するまでの間、火勢を抑制し、隣接車両への延焼を抑制することができるの

ではないかと考えられる。また、今回の実験においては、設置事例が少ないたん白泡消火

薬剤を用いた実験は行っていないが、現行の設置基準では、たん白泡消火薬剤を用いた場

合においては、合成界面活性剤泡消火薬剤を用いた場合よりも少ない放射量でも良いこと

とされていることから、合成界面活性剤泡消火薬剤を用いた実験結果はたん白泡消火薬剤

を用いた場合にも適用できると考えられる。 

現状、泡消火薬剤やヘッドは、様々な種類の製品が流通しているところであり、水成膜

泡消火薬剤以外の種別の泡消火薬剤について放射量を低減しようとする場合、個別の泡消

火薬剤とヘッドの組合せについて一定の消火性能を有することを確認することが必要と考

えられる。現行法令上、駐車場に設置されている標準的な泡消火設備（ルート A）につい

ては、泡消火薬剤の種別ごとに放射量が一律に規定されており個別の泡消火薬剤とヘッド

の組合せにおいて、消火性能を確認する試験基準は設けられていないところであるが、ル

ート A の泡消火設備と同等性能を有する消防用設備等として平成 26 年に基準化された閉鎖

型泡水溶液ヘッドを用いる特定駐車場用泡消火設備（ルート B）については、一定の消火

性能を要求するために２㎡オイルパンを用いた消火試験の基準が設けられている。 

そのため、フォームヘッドを用いる泡消火設備についても、合成界面活性剤泡（PFAS

非含有）を用いて水成膜泡消火薬剤（PFAS 含有）を用いた場合と同程度の放射量としよ

うとする場合においては、特定駐車場用泡消火設備に準じて、２㎡オイルパンを用いた消

火試験の基準を満足することを求めることとする。すなわち、規定上は、泡消火薬剤の種

別にかかわらず、当該試験基準を満足した放射量で設置することを認めることとする。 
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６ 今後の検討事項 

6.1 水系消火設備の基準化 

 現在国内の駐車場に設置されている消火設備の多くは泡消火設備であるが、海外の駐車

場では一般的にスプリンクラー設備が設置されている。現行法令においても駐車場に設置

することができる水系消火設備としては水噴霧消火設備があるが、建物構造への適用基準

が厳しく設置が進んでいない現状である。一方、駐車場において水噴霧消火設備に代えて

設置することができる特殊消防用設備等として総務大臣の認定を受けた水系消火設備も存

在していることから、駐車場に設ける水系消火設備についてその有効性を評価し、基準化

に向けた検討が必要である。 

 

6.2 自動車の燃焼性状の変化に伴う検討 

 本検討部会における検討について、PFAS を含有しない消火設備の普及に主眼を置いて

おり、広く普及している普通乗用車クラスの自動車を前提としているが、今般の世界的な

脱炭素化の流れから電気自動者（EV）、燃料電池自動車（FCV）、プラグインハイブリッド

自動車（PHEV）などの次世代自動車が増加している。国内においては、自動車保有台数

のうち１％弱20 が次世代自動車（EV、FCV，PHEV）となっており、これらの次世代自動

車の普及が進む諸外国においては、EV に係る駐車場火災も発生している。一般的に EV に

積載されているリチウムイオン蓄電池が燃焼した場合には、水による消火、冷却が有効で

あるとされていること等を踏まえ、次世代自動車など今後の自動車の燃焼性状の変化や普

及状況に応じて駐車場の消火設備に必要な性能の見直しなど検討を継続していくことが必

要である。

 

 

20 一般財団法人次世代自動車振興センター及び一般財団法人自動車検査登録情報協会ホームページより算

出 
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消防法施行令 （昭和 36 年 3 月 25 日 政令第 37 号） 

 

（水噴霧消火設備等を設置すべき防火対象物） 

第十三条 次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火

設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ

当該下欄に掲げるもののいずれかを設置するものとする。 

防火対象物又はその部分 消火設備 

別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物 泡
あわ

 消火設備又は粉末消火設

備 

別表第一に掲げる防火対象物の屋上部分で、回転翼航空

機又は垂直離着陸航空機の発着の用に供されるもの 

泡
あわ

 消火設備又は粉末消火設

備 

別表第一に掲げる防火対象物の道路（車両の交通の用に

供されるものであつて総務省令で定めるものに限る。以

下同じ。）の用に供される部分で、床面積が、屋上部分

にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあ

つては四百平方メートル以上のもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備、不活性ガス消火設備又

は粉末消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の自動車の修理又は整備の

用に供される部分で、床面積が、地階又は二階以上の階

にあつては二百平方メートル以上、一階にあつては五百

平方メートル以上のもの 

泡
あわ

 消火設備、不活性ガス消

火設備、ハロゲン化物消火

設備又は粉末消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の駐車の用に供される部分

で、次に掲げるもの 

一 当該部分の存する階（屋上部分を含み、駐車するす

べての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階

を除く。）における当該部分の床面積が、地階又は二

階以上の階にあつては二百平方メートル以上、一階に

あつては五百平方メートル以上、屋上部分にあつては

三百平方メートル以上のもの 

二 昇降機等の機械装置により車両を駐車させる構造の

もので、車両の収容台数が十以上のもの 

水噴霧消火設備、泡
あわ

 消火設

備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は

粉末消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の発電機、変圧器その他こ

れらに類する電気設備が設置されている部分で、床面積

が二百平方メートル以上のもの 

不活性ガス消火設備、ハロ

ゲン化物消火設備又は粉末

消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の鍛造場、ボイラー室、乾

燥室その他多量の火気を使用する部分で、床面積が二百

不活性ガス消火設備、ハロ

ゲン化物消火設備又は粉末

資料２ 
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平方メートル以上のもの 消火設備 

別表第一に掲げる防火対象物の通信機器室で、床面積が

五百平方メートル以上のもの 

不活性ガス消火設備、ハロ

ゲン化物消火設備又は粉末

消火設備 

別表第一に掲げる建築物そ

の他の工作物で、指定可燃

物を危険物の規制に関する

政令別表第四（以下この項

において「危険物政令別表

第四」という。）で定める

数量の千倍以上貯蔵し、又

は取り扱うもの 

危険物政令別表第四に掲げ

る綿花類、木毛及びかんな

くず、ぼろ及び紙くず（動

植物油がしみ込んでいる布

又は紙及びこれらの製品を

除く。）、糸類、わら類、再

生資源燃料又は合成樹脂類

（不燃性又は難燃性でない

ゴム製品、ゴム半製品、原

料ゴム及びゴムくずに限

る。）に係るもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備又は全域放出方式の不活

性ガス消火設備 

危険物政令別表第四に掲げ

るぼろ及び紙くず（動植物

油がしみ込んでいる布又は

紙及びこれらの製品に限

る。）又は石炭・木炭類に

係るもの 

水噴霧消火設備又は泡消火

設備 

危険物政令別表第四に掲げ

る可燃性固体類、可燃性液

体類又は合成樹脂類（不燃

性又は難燃性でないゴム製

品、ゴム半製品、原料ゴム

及びゴムくずを除く。）に

係るもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備、不活性ガス消火設備、

ハロゲン化物消火設備又は

粉末消火設備 

危険物政令別表第四に掲げ

る木材加工品及び木くずに

係るもの 

水噴霧消火設備、泡消火設

備、全域放出方式の不活性

ガス消火設備又は全域放出

方式のハロゲン化物消火設

備 

２ 前項の表に掲げる指定可燃物（可燃性液体類に係るものを除く。）を貯蔵し、又は取り

扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を前条に定める技術上の基準に従い、

又は当該技術上の基準の例により設置したときは、同行の規定にかかわらず、当該設備

の有効範囲内の部分について、それぞれ同表の下欄に掲げる消火設備を設置しないこと
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ができる。 

 

（泡消火設備に関する基準） 

第十五条 第十三条に規定するもののほか、泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の

基準は、次のとおりとする。 

 一 固定式の泡消火設備の泡放出口は、防護対象物の形状、構造、性質、数量又は取扱

いの方法に応じ、標準放射量で当該防護対象物の火災を有効に消火することができる

ように、総務省令で定めるところにより、必要な個数を適当な位置に設けること。 

 二 移動式の泡消火設備のホース接続口は、すべての防護対象物について、当該防護対

象物の各部分から一のホース接続口までの水平距離が十五メートル以下となるように

設けること。 

 三 移動式の泡消火設備の消防用ホースの長さは、当該泡消火設備のホース接続口から

の水平距離が十五メートルの範囲内の当該防護対象物の各部分に有効に放射すること

ができる長さとすること。 

 四 移動式の泡消火設備の泡放射用器具を格納する箱は、ホース接続口から三メートル

以内の距離に設けること。 

 五 水源の水量又は泡消火薬剤の貯蔵量は、総務省令で定めるところにより、防護対象

物の火災を有効に消火することができる量以上の量となるようにすること。 

 六 泡消火薬剤の貯蔵場所及び加圧送液装置は、点検に便利で、火災の際の延焼のおそ

れ及び衝撃による損傷のおそれが少なく、かつ、薬剤が変質するおそれが少ない箇所

に設けること。ただし、保護のための有効な措置を講じたときは、この限りでない。 

 七 泡消火設備には、非常電源を附置すること。 
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消防法施行規則 （昭和 36 年４月 1 日 自治省令第６号） 

 

 （泡消火設備に関する基準） 

第十八条 固定式の泡消火設備の泡放出口は、次に定めるところによらなければならない。 

 一 泡放出口は、次の表の上欄に掲げる膨脹比（発生した泡の体積を泡を発生するに要

する泡水溶液（泡消火薬剤と水との混合液をいう。以下この条において同じ。）の体

積で除した値をいう。以下この条において同じ。）による泡の種別に応じ、同表下欄

に掲げるものとすること。 

膨 脹 比 に よ る 泡 の 種 別 泡放出口の種別 

膨脹比が二十以下の泡（以下この条において「低発泡」と

いう。） 

泡ヘッド 

膨脹比が八十以上千未満の泡（以下この条において「高発

泡」という。） 

高発泡用泡放出口 

 二 泡ヘッドは、令別表第一(十三)項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分

で、回転翼航空機若しくは垂直離着陸航空機の発着の用に供されるものにあつてはフ

ォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを、道路の用に供される部分、自動車の

修理若しくは整備の用に供される部分又は駐車の用に供される部分にあつてはフォー

ムヘッドを、指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う防火対象物又はその部分にあつては

フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッド又はフォームヘッドを、次に定めると

ころにより設けること。 

  イ フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドは、防火対象物又はその部分の天

井又は小屋裏に床面積八平方メートルにつき一個以上のヘッドを防護対象物のすべ

ての表面が当該ヘッドの有効防護空間内に包含できるように設けること。 

  ロ フォームヘッドは、防火対象物又はその部分の天井又は小屋裏に床面積九平方メ

ートルにつき一個以上のヘッドを防護対象物のすべての表面が当該ヘッドの有効防

護空間内に包含できるように設けること。 

  ハ フォームヘッドの放射量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその

部分の区分及び泡消火薬剤の種別に応じ、同表下欄に掲げる数量の割合で計算した

量の泡水溶液を放射することができるように設けること。 

防火対象物又はその部分 泡消火薬剤の種別 床面積一平方メートル当た

りの放射量 

道路の用に供される部分、

自動車の修理若しくは整備

の用に供される部分又は駐

車の用に供される部分 

たん白泡消火薬剤 リットル毎分 

六・五 

合成界面活性剤泡消火薬剤 八・〇 

水成膜泡消火薬剤 三・七 
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指定可燃物を貯蔵し、又は

取り扱う防火対象物又はそ

の部分 

たん白泡消火薬剤 六・五 

合成界面活性剤泡消火薬剤 六・五 

水成膜泡消火薬剤 六・五 

 三 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところにより設けること。 

  イ 全域放出方式の高発泡用泡放出口は、令第十六条第一号の区画された部分（以下

「防護区画」という。）で開口部に自動閉鎖装置（防火戸又は不燃材料で造つた戸

で泡水溶液が放出される直前に開口部を自動的に閉鎖する装置をいう。）が設けら

れているものに設けるものとし、次に定めるところによること。ただし、当該防護

区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出することができ

る設備であるときは、当該開口部の自動閉鎖装置を設けないことができる。 

   (イ) 泡放出口（泡発生機を内蔵しないものにあつては当該泡発生機を含む。以下同

じ。）の泡水溶液放出量は、次の表の上欄及び中欄に掲げる防火対象物又はその部

分の区分及び泡放出口の膨脹比による種別に応じ、当該防護区画の冠泡体積（当

該床面から防護対象物の最高位より〇・五メートル高い位置までの体積をいう。

以下同じ。）一立方メートルにつき、同表下欄に掲げる量の割合で計算した量の泡

水溶液を放出できるように設けること。 

防火対象物又はその部分 泡放出口の膨脹比による種別 毎分一立方メー

トル当たりの泡

水溶液放出量 

令別表第一(十三)項ロに掲げる防

火対象物 

膨脹比が八十以上二百五十未

満のもの（以下この条におい

て「第一種」という。） 

リットル 

二・〇〇 

膨脹比が二百五十以上五百未

満のもの（以下この条におい

て「第二種」という。） 

〇・五〇 

膨脹比が五百以上千未満のも

の（以下この条において「第

三種」という。） 

〇・二九 

自動車の修理若しくは整備の用に

供される部分又は駐車の用に供さ

れる部分 

第一種 一・一一 

第二種 〇・二八 

第三種 〇・一六 

ぼろ及び紙くず（動植物油がしみ

込んでいる布又は紙及びこれらの

製品に限る。）、可燃性固体類又は

可燃性液体類を貯蔵し、又は取り

扱う防火対象物又はその部分 

第一種 一・二五 

第二種 〇・三一 

第三種 〇・一八 
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指定可燃物（ぼろ及び紙くず（動

植物油がしみ込んでいる布又は紙

及びこれらの製品に限る。）、可燃

性固体類又は可燃性液体類を除

く。）を貯蔵し、又は取り扱う防

火対象物又はその部分 

第一種 一・二五 

   (ロ) 泡放出口は、一の防護区画の床面積五百平方メートルごとに一個以上を当該区

画に泡を有効に放出できるように設けること。 

   (ハ) 泡放出口は、防護対象物の最高位より上部の位置となる箇所に設けること。た

だし、泡を押し上げる能力を有するものにあつては防護対象物に応じた高さとす

ることができる。 

  ロ 局所放出方式の高発泡用泡放出口は、次に定めるところによること。 

   (イ) 防護対象物が相互に隣接する場合で、かつ、延焼のおそれのある場合にあつて

は、当該延焼のおそれのある範囲内の防護対象物を一の防護対象物として設ける

こと。 

   (ロ) 泡放出口の泡水溶液放出量は、次の表の上欄に掲げる防護対象物の区分に応じ、

防護面積（当該防護対象物を外周線（防護対象物の最高位の高さの三倍の数値又

は一メートルのうちいずれか大なる数値を、当該防護対象物の各部分からそれぞ

れ水平に延長した線をいう。）で包囲した部分の面積をいう。以下この条におい

て同じ。）一平方メートルにつき、同表下欄に掲げる数値の割合で計算した量以上

の量であること。 

防 護 対 象 物 防護面積一平方メートル当たりの放射量 

指定可燃物 リットル毎分 

三 

その他のもの 二 

２ 水源の水量は、次の各号に定める量の泡水溶液を作るに必要な量以上となるようにし

なければならない。 

 一 フォーム・ウォーター・スプリンクラーヘッドを用いるもので、令別表第一(十三)

項ロに掲げる防火対象物又は防火対象物の屋上部分で回転翼航空機若しくは垂直離着

陸航空機の発着の用に供されるものに設けられるものにあつては、床面積又は屋上部

分の面積の三分の一以上の部分に設けられたすべての泡ヘッドを、指定可燃物を貯蔵

し、又は取り扱う防火対処物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積五十

平方メートルの部分に設けられたすべての泡ヘッドを同時に開放した場合に第三十二

条に規定する標準放射量で十分間放射することができる量 

 二 フォームヘッドを用いるもので、道路の用に供される部分に設けられるものにあつ

ては、当該部分の床面積八十平方メートルの区域、駐車の用に供される部分に設けら
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れるものにあつては、不燃材料で造られた壁又は天井面より〇・四メートル以上突き

出したはり等により区画された部分の床面積が最大となる区域（当該天井部分に突き

出したはり等のない場合にあつては床面積五十平方メートルの区域）、その他の防火

対象物又はその部分に設けられるものにあつては、床面積が最大となる放射区域に設

けられるすべてのヘッドを同時に開放した場合に前項第二号ハに定める放射量で十分

間放射することができる量 

 三 高発泡用泡放出口は、次のイ又はロに定めるところによること。 

  イ 全域放出方式のものは、泡水溶液量が床面積が最大となる防護区画の冠泡体積一

立方メートルにつき、次の表の上欄に掲げる泡放出口の種別に応じ、同表の下欄に

掲げる量の割合で計算した量（防護区画の開口部に自動閉鎖装置を設けない場合に

は当該防護区画から外部に漏れる量以上の量の泡水溶液を有効に追加して放出する

ことができる量を追加した量） 

泡 放 出 口 の 種 別 冠泡体積一立方メートル当たりの泡水溶液の量 

第一種 立方メートル 

〇・〇四〇 

第二種 〇・〇一三 

第三種 〇・〇〇八 

  ロ 局所放出方式のものは、床面積が最大となる放出区域に前項第三号ロ(ロ) に定める

泡水溶液放出量で二十分間放出することができる量 

 四 移動式の泡消火設備は、二個（ホース接続口が一個の場合は一個）のノズルを同時

に使用した場合に、道路の用に供される部分、自動車の修理若しくは整備の用に供さ

れる部分又は駐車の用に供される部分に設けられるものにあつては泡水溶液がノズル

一個当たり毎分百リットル、その他の防火対象物又はその部分に設けられるものにあ

つては泡水溶液がノズル一個当たり毎分二百リットルの放射量で十五分間放射するこ

とができる量 

 五 前各号に掲げる泡水溶液の量のほか、配管内を満たすに要する泡水溶液の量 

３ 泡消火薬剤の貯蔵量は、前項に定める泡水溶液の量に、消火に有効な泡を生成するた

めに適したそれぞれの泡消火薬剤の種別に応じ消防庁長官が定める希釈容量濃度を乗じ

て得た量以上の量となるようにしなければならない。 

４ 泡消火設備の設置及び維持に関する技術上の基準の細目は、次のとおりとする。 

 一 火災のとき著しく煙が充満するおそれのある場所に設けるものは、固定式のものと

すること。 

 一の二 道路の用に供される部分には、固定式の泡消火設備を設けること。ただし、屋

上部分に設けられるものにあつては、この限りでない。 

 二 防護対象物のうち床面からの高さが五メートルを超える場所に設ける高発泡用泡放

出口を用いる泡消火設備は、全域放出方式のものとすること。 
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 三 移動式の泡消火設備に用いる泡消火薬剤は、低発泡のものに限ること。 

 三の二 移動式の泡消火設備の消防用ホースは、消防庁長官の定める基準に適合するも

のであること。 

 四 移動式の泡消火設備の表示は、次に定めるところによること。 

  イ 泡放射用器具を格納する箱にはその表面に「移動式泡消火設備」と表示すること。 

  ロ 泡放射用器具を格納する箱の上部には赤色の灯火を設けること。 

 五 フォームヘッドを用いる泡消火設備の一の放射区域の面積は、道路の用に供される

部分にあつては八十平方メートル以上百六十平方メートル以下、その他の防火対象物

又はその部分に設けられるものにあつては五十平方メートル以上百平方メートル以下

とすること。 

 六 呼水装置は、第十二条第一項第三号の二の規定の例により設けること。 

 七 操作回路及び第四号ロの灯火の回路の配線は、第十二条第一項第五号の規定の例に

より設けること。 

 八 配管は、第十二条第一項第六号の規定に準じて設けるほか、一斉開放弁の二次側の

うち金属製のものには亜鉛メッキ等による防食処理を施すこと。 

 九 加圧送水装置は、第十二条第一項第七号イ(ロ) 、ロ(ロ) 及び(ハ) 、ハ(ハ) から(チ) まで、ニ、

ト並びにチの規定の例によるほか、次に定めるところによること。 

  イ 高架水槽を用いる加圧送水装置の落差（水槽の下端から泡放出口までの垂直距離

をいう。以下この号において同じ。）は、次の式により求めた値以上の値とするこ

と。 

    H＝ｈ１＋ｈ２＋ｈ３ 

    Ｈは、必要な落差（単位 メートル） 

    ｈ１は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧

力換算水頭若しくは移動式の泡消火設備のノズル放射圧力換算水頭（単位 メー

トル） 

    ｈ２は、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） 

    ｈ３は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭（単位 メートル） 

  ロ 圧力水槽を用いる加圧送水装置の圧力水槽の圧力は、次の式により求めた値以上

の値とすること。 

    Ｐ＝ｐ１＋ｐ２＋ｐ３＋ｐ４ 

    Ｐは、必要な圧力（単位 メガパスカル） 

    ｐ１は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計圧

力又は移動式の泡消火設備のノズル放射圧力（単位 メガパスカル） 

    ｐ２は、配管の摩擦損失水頭圧（単位 メガパスカル） 

    ｐ３は、落差の換算水頭圧（単位 メガパスカル） 

    ｐ４は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭圧（単位 メガパス
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カル） 

  ハ ポンプを用いる加圧送水装置は、次に定めるところによること。 

   (イ) ポンプの吐出量は、固定式の泡放出口の設計圧力又はノズルの放射圧力の許容

範囲で泡水溶液を放出し、又は放射することができる量とすること。 

   (ロ) ポンプの全揚程は、次の式により求めた値以上の値とすること。 

     H＝ｈ１＋ｈ２＋ｈ３＋ｈ４ 

     Ｈは、ポンプの全揚程（単位 メートル） 

     ｈ１は、第三十二条に規定する当該設備に設置された固定式の泡放出口の設計

圧力換算水頭又は移動式の泡消火設備のノズルの先端の放射圧力換算水頭（単

位 メートル） 

     ｈ２は、配管の摩擦損失水頭（単位 メートル） 

     ｈ３は、落差（単位 メートル） 

     ｈ４は、移動式の泡消火設備の消防用ホースの摩擦損失水頭（単位 メートル） 

  ニ 加圧送水装置には、泡放出口の放出圧力又はノズルの先端の放射圧力が当該泡放

出口又はノズルの性能範囲の上限値を超えないための措置を講じること。 

 十 起動装置は、次に定めるところによること。 

  イ 自動式の起動装置は、自動火災報知設備の感知器の作動、閉鎖型スプリンクラー

ヘッドの開放又は火災感知用ヘッドの作動若しくは開放と連動して、加圧送水装置、

一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動することができるものであること。ただ

し、自動火災報知設備の受信機が防災センター等に設けられ、又は第十五号若しく

は第二十四条第九号において準用する第十二条第一項第八号の規定により総合操作

盤が設けられており、かつ、火災時に直ちに手動式の起動装置により加圧送水装置、

一斉開放弁及び泡消火薬剤混合装置を起動させることができる場合にあつては、こ

の限りでない。 

  ロ 手動式の起動装置は、次に定めるところによること。 

   (イ) 直接操作又は遠隔操作により、加圧送水装置、手動式開放弁及び泡消火薬剤混

合装置を起動することができるものであること。 

   (ロ) 二以上の放射区域を有する泡消火設備を有するものは、放射区域を選択するこ

とができるものとすること。 

   (ハ) 起動装置の操作部は、火災のとき容易に接近することができ、かつ、床面から

の高さが〇・八メートル以上一・五メートル以下の箇所に設けること。 

   (ニ) 起動装置の操作部には有機ガラス等による有効な防護措置が施されていること。 

   (ホ) 起動装置の操作部及びホース接続口には、その直近の見やすい箇所にそれぞれ

起動装置の操作部及び接続口である旨を表示した標識を設けること。 

 十一 高発泡用泡放出口を用いる泡消火設備には泡の放出を停止するための措置を設け

ること。 
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 十二 自動警報装置は、第十四条第一項第四号の規定の例により設けること。 

 十三 非常電源は、第十二条第一項第四号の規定の例により設けること。 

 十四 泡放出口及び泡消火薬剤混合装置は、消防庁長官の定める基準に適合したもので

あること。 

 十五 第十二条第一項第八号の規定は、泡消火設備について準用する。 

 十六 貯水槽等は、第十二条第一項第九号に規定する措置を講じること。 

 

 

その他泡消火設備に関する省令 

・一斉開放弁の技術上の規格を定める省令（昭和五十年自治省令第十九号） 

・泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令（昭和五十年自治省令第二十六号） 
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〇 火災事例 

駐車場における火災リスクの整理のため、全国の消防本部に対し、火災事例の調査を

依頼した（令和元年 11 月 15 日付消防予第 226 号）。 

１ 調査対象とした火災事例 

調査対象とした火災事例については以下のとおり。 

  ・ 平成 21 年から平成 30 年までの過去 10 年間において発生したもの 

  ・ 令別表第一の用途に掲げる防火対象物で発生したもの 

  ・ 出火場所が駐車場又は車庫であるもの 

  ・ 車両が１台以上焼損したもの 

 ２ 調査結果 

   報告件数は 361 件となっている。なお、消防本部が保有しているデータベースによ

っては、今回の調査の対象とする火災事例を抽出できない場合があるため、調査対象

に該当するすべての火災事例ではない。 

   出火場所の内訳は図１のとおりであり、自走式屋内駐車場（建物の一部に設けられ

た駐車場）が 140 件と最も多く、車庫（規模の小さいもの）が 125 件、自走式立体駐

車場（図２）が 86 件、機械式駐車場（図３）が 10 件となっている。 

   なお、泡消火設備や移動式粉末消火設備等の特殊消火設備が設置されていた駐車場

及び車庫の火災事例は 68 件である。 

 

図１ 出火場所の内訳（361 件） 

 

140件、39%

125件、34%

86件、24%

10件、3%

自走式屋内駐車場

車庫

自走式立体駐車場

機械式駐車場

資料３ 
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図２ 自走式立体駐車場の例         図３ 機械式駐車場の例 

 ３ 出火箇所別の整理 

  ⑴ 報告された 361 件を出火箇所別に分類すると、「自動車から出火したもの」が 208

件と最も多く、「オートバイから出火したもの」が 61 件、「車両以外の可燃物から出

火し、車両に類焼したもの」が 52 件、「出火箇所が不明であるもの」が 40 件となっ

ている。 

  ⑵ オートバイはシート部分やバイクカバーなど着火しやすい部分が露出しているた

め、放火されやすく、また、隣接車両が多いため、火災になると焼損台数が多くな

る傾向があると推測される。また、車両以外の可燃物から類焼した火災事例につい

ては、建物が半焼や全焼となった結果、車両が焼損した火災事例も多くなっている。 

 ４ 自動車から出火した火災の詳細整理 

   自動車から出火した火災の出火箇所の内訳は図４のとおりである。 

 

図４ 自動車の出火箇所の内訳（208 件） 

 

  ⑴ 車室内から出火したものは 89 件 

ア 出火車両の焼損程度が大きい火災（自動車の車室内全体とその他の部分（エン

ジンルーム又は外周部等）にも延焼が見られた火災をいう。以下同じ。）は 17 件

であり、このうち複数台に延焼した火災は 13 件である。 

イ 出火車両の焼損程度が大きい火災事例に着目すると、繊維類や紙類等の燃えや

89件,43%

84件,40%

28件,14%

7件,3%

車室内

エンジンルーム

車体の外周部分

タイヤ
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すいものが着火物である事例が多い。 

ウ 発火源の付近に可燃物があればシート等に燃え移り、火災が拡大する可能性が

ある。その後、窓ガラスが割れて開口部ができると火災が急激に拡大し、隣接車

両にも延焼する火災規模に成長すると推測される。 

  ⑵ エンジンルームから出火したものは 84 件 

ア 出火車両の焼損程度が大きい火災事例は 5 件であり、このうち複数台に延焼し

た火災は１件のみである。 

イ 発火源は電気系統である事例が多く、着火物は電気配線のほかエンジンルーム

内に漏洩したガソリンに引火した事例があった。 

ウ エンジンルーム内に火災が留まっている段階で消防隊が到着している事例が多

いため、エンジンルームから車室内に火災が拡大するまでには時間がかかると推

測される。また、出火車両と距離がある前方方向への隣接車両には延焼しづらい

と推測される。 

  ⑶ バンパーやマフラー等の車体の外周部分から出火したものは 28 件 

ア 出火車両の焼損程度が大きい火災事例は 2 件であり、このうち複数台に延焼し

た火災はない。 

イ 火災規模が大きくなる前に初期消火に成功している事例や火災が車室内に拡大

する前に消防隊が到着している事例が多く、車体の外周部に着火した場合は延焼

速度が遅いと推測される。 

  ⑷ タイヤ付近から出火したものは７件 

ア 出火車両の焼損程度が大きい火災は 4 件であり、いずれの火災も複数台に延焼

している。 

イ 出火原因は溶接作業中の溶接片がタイヤに接触し出火したものが 1 件であり、

その他の３件は放火によるものである。 

ウ タイヤに着火すると火災の進展が早く、火災規模が大きくなる可能性が高いと

推測される。また、タイヤは隣接車両に近いため、延焼する可能性が高いと推測

される。 

 ５ その他の火災事例の整理 

  ⑴ 泡消火設備が作動した火災事例 

    泡消火設備が作動した火災事例は 9 件である。 

ア 自動車から出火した火災事例が 8 件であり、自動車の排気管に接触していた段

ボールから出火した火災事例が 1 件である。 

イ 漏洩した燃料に着火した油火災は報告されていない。 

ウ 車室内やエンジンルームから出火した場合は、散水障害の影響があり完全鎮火

には至っていない。 

エ いずれの火災事例も車両の焼損台数は 1 台のみであり泡消火設備の作動により
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隣接車両への延焼拡大が防止されている。 

  ⑵ 不活性ガス消火設備等が設置された場所での火災事例 

    不活性ガス消火設備が作動した火災事例が１件であり、同設備が不作動だった火

災事例が２件、ハロゲン化物消火設備が作動した火災事例が１件である。 

ア 不活性ガス消火設備が作動した火災事例は、タワーパーキング内の自動車の車

室内から出火したもので、駐車場係員が火災に気づき消火設備を手動起動させ

ており、焼損車両は 1 台である。 

イ 不活性ガス消火設備が不作動だった 2 件の火災事例は、機械式立体駐車場の出

入庫ゲートが何らかの原因で閉鎖されず、消火設備が起動しなかったと推測され

る。 

ウ ハロゲン化物消火設備が作動しなかった火災事例は、消火設備が自動起動では

なかったため消防隊到着後に消火設備を起動したが、消火には至っていない。消

火設備起動時の火災規模が大きくなっていたことや区画形成ができなかった等の

原因が考えられる。 

  ⑶ 燃料の漏洩があった火災事例 

    燃料の漏洩があった火災事例は 11 件である。 

ア 燃料タンクが破損して出火した火災事例が 1 件であり、燃料の漏洩量は不明で

あるが、走行中にグレーチングを跳ね上げ燃料タンクに下から強い衝撃が加わり

破損したことで、火災となっている。 

イ その他の 10 件の火災事例は、燃料の漏洩量は不明であるが燃料ホース等からの

漏洩であり漏洩量としては少量であると推測される。なお、10 件中、オートバイ

から出火した火災事例が 5 件であり、そのうち 3 件は整備中のものである。 
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○ 自動車の燃焼実験等に係る文献調査のまとめ 

自動車が燃焼したときの火災性状に関するもの 

【自動車火災全般】 

・総発熱量や燃焼時間等は車両重量に比例して増加する。一方、可燃物割合は車両重量が

大きくなると減少傾向を示す。（参考資料１：田村陽介、「車両の大小による発熱速度」） 

 

・最大発熱速度と総発熱量は車種により異なり、最大発熱速度は 2.4MW～6.8MW、総発

熱量は 2.7GJ～8.4GJ である。発熱速度の推移を見ると、いずれの車種においても発熱速

度が急激に上昇するピークが複数回現れており、最初のピークにおいて約 2～3MW を示

している。（増田秀昭、「自動車火災を受ける構造部材の耐火設計手法」、平成 16 年度建築研究所講演

会資料） 

 

・内部燃焼（車室内、エンジンルーム、トランクルーム）は換気支配型火災に近いため、

燃焼速度は窓の大きさで決まる。窓の形状は車両重量が異なっても大きく変わるもので

はないため、燃焼速度は車両重量に依らず一定であり、燃焼継続時間が可燃物量に比例

すると考えられる。（原田、新谷ほか、「自動車燃焼実験（その１ 実験概要と燃焼拡大性状）」、平

成 15 年度日本建築学会近畿支部研究報告集） 

 

・車体外周部（タイヤ、バンパー等）の火災は自由空間での燃焼となり理論的な予測は難

しいため、内部燃焼分の発熱速度を換気因子から予測して計算し、発熱速度の実測値か

らその分を差し引き、観察記録に基づいて車体外周部の前部及び後部における発熱速度

を見積もっている。その結果、当該発熱速度は車両重量への依存性は小さく、最大発熱

速度は前部で 1.85MW、後部で 2.98MW となっている。（新谷、原田ほか、「自動車燃焼実験

（その２ 発熱速度と放射熱流束）」、平成 15 年度日本建築学会近畿支部研究報告集） 

 

【車室内に着火した燃焼実験】 

・運転席のシートに着火した場合、着火後８分間は約 0.4MW、その後フロントガラスの破

壊により車内が爆発的に燃焼し、発熱速度が約２MW となった。30 分後にバンパー、タ

イヤなどの外周部に延焼し発熱速度が上昇し約４MW、発熱速度のピークは 47 分後で約

4.5MW であり、60 分程度で燃焼がほぼ終了した。（原田、新谷ほか、「自動車燃焼実験（その

１ 実験概要と燃焼拡大性状）」、平成 15 年度日本建築学会近畿支部研究報告集） 

 

・車室内前部の窓ガラスを開けた状態で車室内前部に着火した場合、いずれの車種におい

てもフロントガラスの破損とともに車室内から火炎が噴出した後、エンジンルーム等に

火災が進展している。開口部の形成による車室内の燃焼拡大が、自動車側面における周

資料４ 
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囲への延焼に顕著に影響していると考えられている。（渡邉、岡本ほか、「自動車火災における

周辺可燃物への影響」、平成 14 年度日本火災学会研究発表会概要集) 

 

・車両の前面、後面に形成される火炎形状は、エンジンルームの面積やトランクルームの

有無等の車体の構造によって変化するため、前面、後面に配置した可燃物の表面温度も、

車種によってばらつきが大きい。また、自動車側面に配置した可燃物への影響の方が大

きい。（岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への輻射熱の計算」、平成 14 年度日本火災

学会研究発表会概要集） 

 

【エンジンルームに着火した燃焼実験】 

・エンジンルームに着火した場合、窓ガラスの開閉にかかわらず、前部フェンダーから車

室内に火災が進展する。（渡邉、岡本ほか、「自動車火災における火炎挙動」、平成 15 年度日本火災

学会研究発表会概要集） 

 

・窓ガラスの開閉に関係なく、エンジンルームから火炎が噴出した後に車室内に火災が進

展しており、車室内から火炎が噴出するのは着火から 20 分後以降である。（渡邉、岡本ほ

か、「自動車火災における火炎挙動」、平成 15 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・車室内から車両前後方向への輻射熱は、距離１m において、窓ガラスの開閉にかかわら

ず 10kW/㎡以下であり、着火可能性は低い。側面方向への輻射熱は、距離１m において、

最高 17～18kW/㎡となり周囲の可燃物へ着火危険性はあるが、輻射熱に寄与する車室内

の燃焼が大きくなる時間は、窓ガラスが全閉のとき着火後約 45 分、全開のとき着火後約

25 分である。(岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への影響（その２）」、平成 15 年度

日本火災学会研究発表会概要集) 

 

【外周部に着火した燃焼実験】 

・右後タイヤの泥よけに着火した場合、窓ガラスが閉じていると、燃焼が進むにつれて車

室内に可燃性気体が充満し、窓ガラスが破損すると、爆発的な燃焼が生じる。一方、窓

ガラスが開いているとその開口部から車室内へ火災が進展する。いずれの条件において

も 20 分過ぎに発生した車室内の急激な燃焼とともに発熱速度が上昇し（閉じている窓ガ

ラスは全壊）、車両側方輻射熱が急激に増大している。その際の発熱速度のピークは約６

MW である。（渡邉、岡本ほか、「自動車火災における火炎の進展」、平成 16 年度日本火災学会研究

発表会概要集）、（岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への影響（その３）」、平成 16 年度

日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・右後タイヤの泥よけに着火した場合、自動車の側方方向、前後方向において、距離 0.5m
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に設置した全ての杉板に焼損が見られ、これらの盛期火災時の平均輻射熱は 20kW/㎡で

あった。距離 1m の杉板においては、設置位置により焼損が見られないものがあった。

（岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への影響（その３）」、平成 16 年度日本火災学会研

究発表会概要集） 

 

・ミニバンの右後タイヤの泥よけと前部バンパーへの着火を比較した場合、車室内への火

災の進展経路は異なるが、車室内の温度変化はほぼ同じ傾向を示す。また、発熱速度が

高くなるのは、窓ガラスが破壊され車室内や燃料火災が進展した時であり、タイヤに着

火してから約 40 分後（約 6.5MW）、バンパーに着火してから約 45 分後（約６MW）で

ある。それまでは、約２MW 以下である。（渡邉、岡本ほか、「自動車火災における火炎の進展

特性」、平成 17 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・ミニバンの右後タイヤ泥よけに着火させた場合は、10 分後に車室内に火災が進展したが、

すぐに酸欠状態になり、39 分後に窓ガラスが破損したことにより車室内全体に拡大、発

熱速度が上昇し(約４MW)、周囲への輻射熱が大きくなった。前バンパーに着火させた

場合においても同様に 45 分後にフロントガラスが破損したことにより盛期火災となり発

熱速度が６MW となった。それまでは約２MW 以下である。（岡本、渡邉ほか、「自動車火災

における周辺可燃物への影響（その４）」、平成 17 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・セダンとミニバンを比較した場合において、車室空間と車室窓が大きいミニバンの方が

隣接車両へ与える燃焼の影響は大きい。（岡本、渡邉ほか、「自動車火災における周辺可燃物への

影響（その４）」、平成 17 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

燃料漏洩に関するもの 

・衝突時における燃料漏れ防止の技術基準が定められており、自動車が約 50km/h で衝突

事故を想定した場合において、衝突後の燃料の流出は１分間で 30g 以下であり、5 分間

で 150g 以下であることとされている。（参考資料３：衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準

（道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号））） 

 

【電気自動車や燃料電池自動車に関するもの】 

・電気自動車(1500kg)の場合においても、総発熱量は 6.4GJ であり、ガソリン車と大きな

違いはない。（参考資料１：田村陽介、「車両の大小による発熱速度」）、（渡邉、諏訪ほか、「バッテ

リー駆動電気自動車の燃焼性状」、平成 24 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・電気自動車（24kWh リチウムイオン電池、充電率 100％）の左後バンパーに着火させた
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燃焼実験においては、約 10 分過ぎに自動車後部に大きな火炎を形成し、発熱速度は

1.8MW を示した。約 40 分過ぎに生じた前部窓ガラスの破損により拡大した車室内の燃

焼によって、急激に上昇したときの最大発熱速度は約 6.3MW であった。また、バッテ

リーパックから火炎の噴出は観察されたが、破裂や爆発は観測されていない。（渡邉、諏

訪ほか、「バッテリー駆動電気自動車の燃焼性状」、平成 24 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・電気自動車においても、ガソリン自動車と同様に車室のガラスが破損し、大きな開口部

が形成されると燃焼が顕著になる。（渡邉、諏訪ほか、「バッテリー駆動電気自動車の燃焼性状」、

平成 24 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・電気自動車の火災においては、消防隊の消火戦術は通常の自動車と同様であり、水によ

る消火で対応可能である。ただし、火が消えてもバッテリーが再燃することがあり、長

時間の冷却が必要になる場合がある。（尾川、大髙ほか、「リチウムイオン電池を積載した電気自

動車の消火」、平成 24 年度日本火災学会研究発表会概要集） 

 

・電気自動車において、バッテリーが爆発や破裂することがないように耐衝撃試験、耐火

性試験、過充電保護性能試験等の各種試験が実施されている。また、燃料電池自動車に

おいても、保安基準において、衝突時の水素の最大許容漏洩量が規定されており、この

条件で水素が漏洩して着火しても車両周囲に重大な危害を与えることはない。また、水

素燃料容器は火災時に確実に安全弁が作動するように火炎暴露試験が実施されている。

（日本火災学会 編、『火災便覧 第４版』、共立出版） 

 

・電気自動車や燃料電池自動車であることが原因による大きな火災はこれまでに報告され

ていない。（日本火災学会 編、『火災便覧 第４版』、共立出版）、（田村陽介、「近年の環境対策車に

おける火災の傾向」） 

 

・電気自動車を含めた近年の自動車は軽量化を図るため、アルミ合金や炭素繊維強化プラ

スチック（CFRP)などが採用される傾向にあり、ドアやルーフなどのボディパネルには

アルミ合金、窓にはポリカーボネート樹脂、強度部材には CFRP が使用されている。火

災時には、エンジンルーム、車室、トランクルーム、荷台などの区画が熱によって、従

来の自動車よりも早く開口部が生じ、延焼速度が増大する。また、CFRP やアルミは、

火災後に車両の形状が維持されない場合がある。（田村陽介、「近年の環境対策車における火災

の傾向」） 
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〇 実車燃焼実験 

 １ 目的 

   近年の自動車は、合成樹脂等の可燃性部品が多く使用され、燃焼性状に影響を与え

ていると推測される。そこで、自動車の可燃性部品の増加による燃焼性状への影響を

確認するため、実車の燃焼実験（フリーバーン）を実施した。 

   実験は令和２年度及び令和６年度に実施しており、車種は同一で、製造年の異なる

車両（令和２年度は平成 16 年製造、令和６年度は平成 26 年製造）を使用している。 

 ２ 実験条件 

  ⑴ 実験車両 

    近年で、累計販売台数が最も多い「現在普及しており、車体に樹脂製製品が多く

使用されている平均的な自動車」を選択した。 

    今回選択した自動車は、ハイブリット車（HEV）であり、燃費向上のための軽量

化が盛んで最新の樹脂製部品が多く採用されている。例として軽量素材の「発泡ポ

リプロピレン（EPP）」があり、EPP は「軽さ」と「緩衝性」を特徴とする素材で

発泡スチロールと同じ発泡プラスチックの一種であり、発泡スチロールと比べて欠

けたり割れにくく、復元性や耐熱性、耐油・耐薬品性に優れているといった特徴が

ある。 

  ⑵ 着火場所 

    車室内から出火し、開口部ができて延焼拡大する火災を想定した火災（以下「A

火災」という。）では運転席に設置したアルコール系固形燃料（80ｇ）に着火する

こととし、燃料が漏れ車両下部から出火し延焼拡大する火災を想定した火災（以下

「B 火災」という。）では、車両下部に設置した直径１ｍのオイルパンに入れたノル

マルヘプタン（45Ｌ）に着火することとした。 

  ⑶ 窓の開口部 

    着火後に炎の立ち消えが想定されない大きさとして運転席側の後部座席のドアガ

ラスを 20 ㎝開放し、他の窓は全閉状態とする。 

  ⑷ 燃料タンクのガソリン 

    車室内に着火した場合、燃料タンクへ延焼するのは火災が車両全体へ延焼するタ

イミングであり、消火設備の起動による火災抑制は過去の火災事例から車両全体へ

延焼するタイミング以前に開始されるものと想定されることから、A 火災では燃料

タンクのガソリンへの延焼は考慮しないこととし、燃料タンクは空の状態とする。 

    また、B 火災では、消防隊が到着するまでの間に燃料タンクのガソリンが全量漏

洩した場合を想定しているため、A 火災と同様に燃料タンクは空の状態とする。 

  ⑸ その他 

   ア 車載されているバッテリーの充電率について、HEV は電気自動車（EV）と比

べバッテリー容量が小さいため充電率は燃焼に影響は少ないと考えられるため考

資料５ 
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慮しないこととする。 

   イ 燃焼による自動車の重量減少量から自動車の発熱速度を確認するため、車両下

部に荷重計を設置する（図 1－1 及び 1－2）。 

     なお、令和 2 年度の実験では、部品の脱落により重量減少量が一気に減少する

ことで発熱速度の測定に影響があったため、令和 6 年度の実験では当該影響を少

なくするため荷重計の設置場所を変更している。（図 2－1 及び 2－2） 

   ウ 隣接車両への輻射熱を確認するため、実験車両から 0.7ｍ、地盤面から高さ 1.2

ｍの位置に熱流束計を設置する（図 1－1 及び 1－2）。 

     なお、令和 6 年度の実験で使用した自動車は令和 2 年度の実験で使用した自動

車より車幅が広くなっているため、実験車両から 0.6ｍ、地盤面から高さ 1.2ｍの

位置に熱流束計を設置している。（図 2－1 及び 2－2） 

   エ 実験車両の周辺の温度及び延焼危険が最も高いことが想定される隣接車両のミ

ラーの位置（実験車両から 0.6ｍ1、地盤面から高さ 1.05ｍの位置）の温度を確認

するため、熱電対を設置する（図 1－1、1－2、2－1 及び 2－2）。 

   オ 自動車可燃物の単位発熱量は車両重量との関係（参考資料１）及び車両製造年

代による発熱速度との関係（出典：Development of a database of full scale 

calorimeter tests of motor vehicle burns）から 30ＭＪ毎キログラムとする（図３及

び４）。 

 
図 1－1 令和 2 年度実験時における計測機器の位置（A 火災） 

 

1 国土交通省から通知されている「駐車場設計・施工指針」（H4.6.10 道企発第 40 号）において普通乗用車の駐車ます

は幅員 2.5ｍ以上とすることを原則とされており、幅 2.5ｍの駐車ますに試験車両を 2 台並べた場合の車間距離が約 0.6

ｍとなるため。 
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図 1－2 令和 2 年度実験時における計測機器の位置（B 火災） 

 

 

    図 2－1 令和６年度実験時における計測機器の位置（A 火災） 
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      図 2－2 令和６年度実験時における計測機器の位置（B 火災） 

 

  

図３ 車両重量と単位重量当たりの発熱量の関係 
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図４ 製造年と単位重量当たりの発熱量の関係 

 

 ３ 実験結果 

⑴ A 火災 

  実験の実施状況は以下のとおり。 

 

図 5－1 実験実施状況（A 火災：令和２年度実施時） 
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図 5－2 実験実施状況（A 火災：令和 6 年度実施時） 

 

ア 発熱速度の時間変化 

着火後フロントガラスが割れ開口部が増えたことで火炎が一気に拡大しており、

その後 15 分程度で発熱速度がピークに達している。 

 

  図 6－1 A 火災における発熱速度の時間変化（令和２年度実験時） 
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  図 6－2 A 火災における発熱速度の時間変化（令和 6 年度実験時） 

     

イ 輻射熱の時間変化 

発熱速度と同様に着火後フロントガラスが割れ開口部が増えたことで火炎が一

気に拡大した時点から輻射熱が急激に上昇し、発熱速度のピーク時に輻射熱もピ

ークに達している。 

 

図 7－1 A 火災における輻射熱の時間変化（令和２年度実験時） 
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   図 7－2 A 火災における輻射熱の時間変化（令和 6 年度実験時） 

 

ウ 温度の時間変化 

発熱速度及び輻射熱と同様に、着火後フロントガラスが割れ開口部が増えたこ

とで火炎が一気に拡大した時点から温度が急激に上昇し、発熱速度及び輻射熱の

ピーク時に温度もピークに達している。 

 

図 8－1－1 A 火災における温度（①～⑤）の時間変化（令和２年度実験時） 
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  図 8－1－2 A 火災における温度（⑥～⑩）の時間変化（令和２年度実験時） 

 

 

  図 8－1－3 A 火災における温度（⑪～⑭）の時間変化（令和２年度実験時） 

 

 

  図 8－1－4 A 火災におけるミラー温度（⑮・⑯）の時間変化（令和２年度実験時） 
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    図 8－2－1 A 火災における温度（①～⑤）の時間変化（令和 6 年度実験時） 

 

 

    図 8－2－2 A 火災における温度（⑥～⑩）の時間変化（令和 6 年度実験時） 

         

 

   図 8－2－3 A 火災における温度（⑪～⑭）の温度変化（令和 6 年度実験時） 
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   図 8－2－4 A 火災におけるミラー温度（⑮・⑯）の温度変化（令和 6 年度実験

時） 

 

  ⑵ B 火災 

    実験の実施状況は以下のとおり。 

 

     図 9－1 実験実施状況（B 火災：令和２年度実施時） 
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     図 9－2 実験実施状況（B 火災：令和 6 年度実施時） 

 

ア 発熱速度の時間変化 

着火後から急激に火炎が拡大しており、着火後５分から 10 分頃にかけて発熱速

度がピークに達している。 

 

図 10－1 B 火災における発熱速度の時間変化（令和２年度実験時） 
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図 10－2 B 火災における発熱速度の時間変化（令和 6 年度実験時） 

     

イ 輻射熱の時間変化 

発熱速度と同様に、着火後から輻射熱が急激に上昇し、発熱速度のピーク時に

輻射熱もピークに達している。 

 

    図 11－1  B 火災における輻射熱の時間変化（令和２年度実験時） 
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    図 11－2 B 火災における輻射熱の時間変化（令和 6 年度実験時） 

     

ウ 温度の時間変化 

発熱速度及び輻射熱と同様に、着火後から温度が急激に上昇し、発熱速度及び

輻射熱のピーク時に温度もピークに達している。 

 

図 12－1－1 B 火災における温度（①～⑤）の時間変化（令和２年度実験時） 
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     図 12－1－2 B 火災における温度（⑥～⑩）の時間変化（令和２年度実験時） 

 

 

図 12－1－3 B 火災における温度（⑪～⑭）の時間変化（令和２年度実験時） 

 

 

  図 12－1－4 B 火災におけるミラー温度（⑮・⑯）の時間変化（令和２年度実験時） 
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   図 12－2－1 B 火災における温度（①～⑤）の時間変化（令和 6 年度実験時） 

 

 

   図 12－2－2 B 火災における温度（⑥～⑩）の時間変化（令和 6 年度実験時） 

  

 

      図 12－2－3 B 火災における温度（⑪～⑭）の時間変化（令和 6 年度実験

時） 
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図 12－2－4 B 火災における温度（⑮・⑯）の時間変化（令和 6 年度実験時） 
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〇 実車消火実験 

 １ 目的 

   自動車火災における泡消火設備の消火・延焼抑制性能を確認するため、現在普及し

ており、車体に樹脂製製品が多く使用されている平均的な自動車（フリーバーンで使

用した車種と同じもの）を燃焼させ、泡消火設備を起動した際の車両周囲の温度変化

及び輻射熱の熱流束を計測する実験を実施した。 

   なお、令和４年度に水成膜泡消火薬剤を用いた消火実験を実施し、令和６年度に合

成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー泡）を用いた消火実験を実施している。 

 ２ 実験条件 

   実験条件及び実験レイアウトについては、以下のとおりである。 

資料５の「実車燃焼実験」と同様に、車室内から出火し、開口部ができて延焼拡大

する火災を想定した火災（以下「A 火災」という。）と燃料が漏れ車両下部から出火し

延焼拡大する火災を想定した火災（以下「B 火災」という。）を想定し実験を実施した。 

  ⑴ 水成膜泡消火薬剤を用いた実験（令和４年度実施） 

    令和４年度に実施した水成膜泡消火薬剤を用いた実験条件及びレイアウトは以下

のとおりである。 

表１ 実験条件（令和４年度実験時） 

 

資料６ 
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図１ 実験レイアウト（令和４年度実験時） 
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  ⑵ 合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー泡）を用いた消火実験（令和６年度実

施） 

    令和６年度に実施した合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー泡）を用いた実

験条件及びレイアウトは以下のとおりである。 

   表２ 実験条件（令和６年度実験時） 

 

   

図２ 実験レイアウト（令和６年度実験時） 
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３ 実験結果 

  ⑴ 水成膜泡消火薬剤を用いた実験（令和４年度実施） 

ア A 火災 

    (ア) 実験状況について 

      時間経過に伴う実験状況は図３及び表３のとおりである。 

      泡消火設備を起動し泡水溶液の放射中は自動車周囲の輻射熱と温度は低下し

ており、周囲への延焼が抑制されていることが確認できた。 

      

    図３ 実験実施状況（令和４年度実施時：A 火災・水成膜泡消火薬剤） 

 

     表３ A 火災における実験状況（令和４年度実験時） 

    

 

    (イ) 輻射熱の時間変化 

着火後 35 分を経過したあたりから輻射熱が上昇し始め、着火後 38 分頃に輻
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射熱がピーク（約９kW）に達している。 

その後、泡消火設備を起動し泡水溶液が放射されたことで輻射熱が低下して

いる。なお、着火後 59 分頃に急激に輻射熱が上昇しているのは、泡消火設備の

放射停止後 10 分を経過した時点で測定を終了し消火作業を実施した影響による

ものと推測される。 

 

   図 4－1 A 火災における輻射熱の時間変化（令和４年度実験時） 

 

 

    図 4－2 A 火災におけるミラー部分の輻射熱の時間変化（令和４年度実験時） 

 

    (ウ) 温度の時間変化 

一部の測定位置を除き、輻射熱と同様に、着火後 35 分を経過した時点から温

度が上昇し、着火後 38 分頃に温度がピークに達している。 

なお、泡消火設備を起動し泡水溶液の放射中でも車室内には散水障害により

泡水溶液が直接かからないため泡水溶液の放射直後は温度が上昇している。ま

た、窓付近では一時的に温度が急上昇しているものが見受けられるが、これは

窓から火炎が噴出した際の火炎温度を計測していると推測される。 
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   図 5－1 A 火災のおける車両上部の温度の時間変化（令和４年度実験時） 

 

 

   図 5－2 A 火災のおける車両側面の温度の時間変化（令和４年度実験時） 

 

 

   図 5－3 A 火災のおける隣接車両の温度の時間変化（令和４年度実験時） 
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   図 5－4 A 火災におけるミラー部分の温度の時間変化（令和４年度実験時） 

     

 

図６ 実験後のミラーの状況（令和４年度実施時・A 火災） 

 

   イ B 火災 

(ア) 実験状況について 

      時間経過に伴う実験状況は図７及び表４のとおりである。 

      泡消火設備を起動し泡水溶液の放射中は自動車周囲の輻射熱と温度は低下し

ており、周囲への延焼が抑制されていることが確認できたが、泡消火設備の放

射終了後は火勢の拡大が見られた。 

      

     図７ 実験実施状況（令和４年度実施時：B 火災・水成膜泡消火薬剤） 
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     表４ B 火災における実験状況（令和４年度実験時） 

     

 

    (イ) 輻射熱の時間変化 

着火後から輻射熱が上昇し始め、着火後７分頃に輻射熱がピーク（約 50kW）

に達している。 

泡消火設備を起動し泡水溶液が放射された直後は温度が上昇しているもの継

続的に泡水溶液が放射され続けることで輻射熱が低下している。なお、泡消火

設備の放射停止後は再度輻射熱が上昇し、実験場の計測終了条件に該当したた

め放射停止後 2 分 28 秒を経過時点で計測を終了し消火作業を実施した。 

 

図 8－1 B 火災における輻射熱の時間変化（令和４年度実験時） 
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    図 8－2 B 火災におけるミラー部分の輻射熱の時間変化（令和４年度実験時） 

 

    (ウ) 温度の時間変化 

着火後から温度が上昇しており、泡消火設備を起動し泡水溶液の放射が開始

すると温度が低下していることが確認できるが、車室内には散水障害により泡

水溶液が直接かからないため大きな温度変化が見られない。また、車両側面で

は一時的に温度が急上昇しているものが見受けられるが、これはオイルパンか

らの火炎や窓から火炎が噴出した際の火炎温度を計測していると推測される。 

本実験では、想定床を構成する鉄板が熱せられたことにより歪み、さらに床

面に展開する泡水溶液が蒸発してしまい、オイルパンに入る泡水溶液が非常に

少なくなっていた。そのため、オイルパンの燃焼は一定程度抑制できていたが、

しばらくの間消火には至らずオイルパンの燃焼が継続していた。 

 

図 9－1 B 火災のおける車両上部の温度の時間変化（令和４年度実験時） 
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図 9－2 B 火災のおける車両側面の温度の時間変化（令和４年度実験時） 

 

 

図 9－3 B 火災のおける隣接車両の温度の時間変化（令和４年度実験時） 

 

 

図 9－4 B 火災におけるミラー部分の温度の時間変化（令和４年度実験時） 
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図 10 実験後のミラーの状況（令和６年度実施時・B 火災） 

 

  ⑵ 合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー泡）を用いた実験（令和６年度実施） 

    合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー泡）を用いた実験については、A 火災

想定の実験のみとし、２回実施した。 

   ア 実験状況について 

     時間経過に伴う実験状況は図 11－1 及び 11－2 並びに表 5－1 及び表 5－2 のと

おりである。 

泡消火設備を起動し泡水溶液の放射中は自動車周囲の輻射熱と温度は低下して

おり、周囲への延焼が抑制されていることが確認できた。 

    

図 11－1 実験実施状況（令和６年度 1 回目実施時） 
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     図 11－2 実験実施状況（令和６年度２回目実施時） 

 

表 5－1 実験状況について（令和６年度 1 回目実験時） 
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表 5－2 実験状況について（令和６年度２回目実験時） 

 

 

   イ 輻射熱の時間変化 

泡消火設備を起動し泡水溶液が放射された直後は輻射熱が上昇しているものの

継続的に泡水溶液が放射され続けることで輻射熱が低下している。 

また、泡消火設備を停止し泡水溶液の放射が停止以降は火災の再拡大に伴い輻

射熱が上昇している。 

 

 

図 12－1 輻射熱の時間変化（令和６年度 1 回目実験時） 
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図 12－2 輻射熱の時間変化（令和６年度 2 回目実験時） 

 

   ウ 温度の時間変化 

     輻射熱と同様に、泡消火設備が起動中は温度が低下し、延焼が抑制されている

が、泡消火設備停止後は火災の再拡大に伴い温度も上昇している。泡消火設備停

止後は 10 分を経過するまでの間、温度が上昇し続けているが、ミラーは一部変形

しているのみで溶融・着火は確認できなかった。 

     なお、1 回目の実験での車室内温度（④）については、実験中に計測機器が断

線したため、途中から温度を計測できなかった（図 13－1 及び 13－2）。 

 

図 13－1 温度の時間変化（令和６年度 1 回目実験時） 
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図 13－2 温度の時間変化（令和６年度 2 回目実験時） 

 

 

図 14－1 実験後のミラーの状況（令和６年度 1 回目実施時） 

 

 

図 14－2 実験後のミラーの状況（令和６年度２回目実施時） 
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〇 模型燃焼実験 

 １ 火災模型の製作 

   資料５の令和 6 年度に実施した自動車の燃焼実験により得られた近年の自動車の燃

焼性状を基に、消火設備の性能を確認するための簡易模型を製作した。 

    火災模型の材質は鋼製で、使用する可燃物はクリブとノルマルヘプタンとし、資料

５の令和 6 年度の燃焼実験で使用した自動車を基に形状や及び開口部の寸法を設定す

る。 

   ⑴ 車室内から出火し、開口部ができて延焼拡大する火災を想定した火災（以下

「A 火災」という。）模型 

     A 火災模型については、以下の条件により製作することとする。 

    ア 再現性があり、A 火災を想定した火災模型として知見があるクリブを使用す

る。なお、使用するクリブは建築部材として一般的に使用されている「30mm

×40mm×1,800mm」のものを使用し、数量や組み方は火災シミュレーション

（FDS）の結果を踏まえて決定する。 

    イ 火災模型で目指すことは、資料５の令和 6 年度に実施した A 火災想定の燃焼

実験の発熱速度のピーク（約 8.7MW）と当該ピーク前後における発熱速度の継

続時間（75－80 分の 5 分間）の再現とする。 

    ウ 車体による散水障害が発生することを再現する。 

    エ 周囲への輻射熱の影響が大きくなる窓ガラスが全壊した状態とする。 

   ⑵ 燃料が漏れ車両下部から出火し延焼拡大する火災を想定した火災（以下「B 火

災」という。）模型 

     B 火災模型については、以下の条件により製作することとする。 

 ア  車両底部は平面を想定し、漏洩した燃料に泡水溶液が到達するようオイルパ

ンの縁と同じ高さに床面を設置する。 

    イ 漏洩した燃料の形状は円形（直径１ｍのオイルパン）とし、ノルマルヘプタ

ンの量は燃料タンクの燃料が全て漏洩することを想定して 45Ｌとする。 

    ウ 火災模型で目指すことは、資料５の令和 6 年度に実施した B 火災想定の燃焼

実験の発熱速度のピーク（約 10.2ＭＷ）と当該ピーク前後における発熱速度の

継続時間（５－10 分の 5 分間）の再現とする。なお、A 火災模型で再現しよう

とする発熱速度のピーク（約 8.7ＭＷ）とノルマルヘプタンを 45Ｌ入れたオイ

ルパンの発熱速度（約２ＭＷ）の合計と概ね一致していることから、クリブの

本数及び組み方については A 火災模型と同様のものとする。 

    エ 開口部の条件については、A 火災模型と同様の形状とする。  

資料７ 
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図１ 火災模型製作のイメージ図 

   ⑶ 火災シミュレーション 

     資料５の令和 6 年度に実施した自動車の燃焼実験で得られた発熱速度のピーク

と継続時間を A 火災模型及び B 火災模型でそれぞれ再現するため、火災模型内に

設置するクリブの量を火災シミュレーションを用いて求める。 

    ア シミュレーションの条件 

      シミュレーションの条件は、以下のとおりとする。 

     ・ 計算領域は 4.4ｍ×4.4ｍ×4.4ｍの立方体とし、立方体中央下部に燃焼模型

を設置する。 

     ・ 燃焼模型は２ｍ×２ｍ×1.48ｍの直方体とする。 

     ・ 開口部条件は資料５で用いた実験車両の車室及び開口部を再現した寸法と

する。 

     ・ 燃焼模型の材質は鋼製とする。 

     ・ 地面及び計算領域境界面からの輻射熱等は考慮しないこととする。 

     ・ B 火災で使用するノルマルヘプタンは 45Ｌとする。 

     ・ クリブの含水率は 13％とする。 

     

   図２ 火災模型のシミュレーション条件 

    イ シミュレーションの結果 

      図３のとおり 14 段、15 段及び 17 段のシミュレーション結果から、クリブを
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1 段 12 本を基本とし 15 段積む（クリブの燃焼に伴う熱気流が上部にすり抜け

ることを防止してクリブの燃焼拡大を促し、自動車の燃焼性状を再現するため

５段目、10 段目及び 15 段目のみ８本とする。）こととする。 

 

    図３ 火災シミュレーションの結果 

 

    ウ シミュレーションに基づくクリブの量と組み方 

      上記シミュレーションの結果からクリブは図４のとおりとする。 

    

  図４ 火災シミュレーションに基づくクリブの量及び組み方 

 ２ 火災模型の燃焼実験 

  ⑴ 目的 

    上記火災シミュレーションに基づき製作した火災模型について、自由燃焼させた

場合の発熱速度のピーク及び当該ピークの継続時間が自動車の燃焼実験と概ね一致

するかを確認するための燃焼実験を実施した。 
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   図５ 製作した火災模型 

  ⑵ 実験条件 

    火災模型周囲の発熱速度、輻射熱及び温度を図４に基づき計測する。 

   

図６ 簡易模型の燃焼実験に係る測定機器の位置 

  ⑶ 実験結果 

   ア A 火災模型 

     A 火災模型の燃焼実験で計測したデータと資料５の令和 6 年度に実施した自動

車の燃焼実験で計測したデータの比較は以下のとおりである。 
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(ア) 発熱速度 

 
     図７ A 火災模型と自動車における燃焼実験の発熱速度の比較 

    (イ) 輻射熱 

 

 図８ A 火災模型と自動車における燃焼実験の輻射熱の比較 
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    (ウ) 温度 

 

 図９ A 火災模型と自動車における燃焼実験の温度の比較 

           

   イ B 火災模型 

     B 火災模型の燃焼実験で計測したデータと資料５の令和 6 年度に実施した自動

車の燃焼実験で計測したデータの比較は以下のとおりである。 

    (ア) 発熱速度 

 
図 10 B 火災模型と自動車における燃焼実験の発熱速度の比較 



59 

 

    (イ) 輻射熱 

 

図 11 B 火災模型と自動車における燃焼実験の輻射熱の比較 

 

    (ウ) 温度 

 

図 12 B 火災模型と自動車における燃焼実験の温度の比較 
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  ⑷ 考察 

    火災模型と自動車の燃焼性状を比較すると、発熱速度のピークと継続時間は概ね

再現できているが、ピークへの立ち上がり速度が自動車より火災模型の方が速く、

燃え尽きるまでの時間も自動車より火災模型の方が短くなっている。 

    上記の燃焼性状の違いが生じる理由として、自動車の燃焼において A 火災想定で

は特に窓ガラスが割れるまでは換気支配型であり燃焼が比較的緩やかに展開するが、

火災模型では窓が始めから全壊した状態であるため、燃焼速度が速くなると考えら

れる。 
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〇 模型消火実験 

 １ 目的 

   資料７で製作した火災模型を用いて、既存の水成膜泡消火薬剤と PFAS を含まない

合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー）の消火・延焼抑制性能についてそれぞれ

確認し、泡消火設備に求められる性能の比較検討を行う。 

 ２ 実験条件 

   火災模型を用いた消火実験における実験条件等は表１及び図１のとおり。 

表１ 火災模型を用いた消火実験における実験条件 

   

 

   
図１ 火災模型を用いた消火実験における実験レイアウト及びタイムテーブル 

資料８ 
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 ３ 実験結果 

  ⑴ X 社での実験結果 

   ア A 火災模型 

    (ア) 水成膜泡消火薬剤 

      A 火災模型において水成膜泡消火薬剤を用いた泡消火設備の消火実験の状況

及び結果は以下のとおり。 

 

図 2 実験実施状況（Ａ火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

     ａ 輻射熱の時間変化 

       輻射熱の計測状況及び時間変化は図３及び４のとおりである。泡消火設備

起動後は輻射熱の上昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制されて

いることが確認できる。 

      
図３ 輻射熱の計測状況（A 火災模型共通） 

 

    

図４ 輻射熱の時間変化（Ａ火災模型・水成膜泡消火薬剤） 
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ｂ 温度の時間変化 

       温度の計測状況及び時間変化は図５及び６のとおりである。温度変化につ

いても、泡消火設備起動後は温度の上昇が緩慢になっており、隣接車両への

延焼が抑制されていることが確認できる。また、泡消火設備の放射停止後は、

温度が上昇しているが、ミラーにはほぼ変化が見られなかった（図７）。 

     

図５ 温度の計測状況（A 火災模型共通） 

 

     

図６ 温度の時間変化（Ａ火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

 

          

図７ 実験前後のミラー状況（A 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 
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    (イ) 合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー） 

      A 火災模型において合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー）を用いた泡

消火設備の消火実験の状況及び結果は以下のとおり。 

     

図８ 実験実施状況（Ａ火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 

 

     ａ 輻射熱の時間変化 

輻射熱の時間変化は図９のとおりである。泡消火設備起動後は輻射熱の上

昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制されていることが確認でき、

水成膜泡消火薬剤を用いた場合と概ね同じ傾向となっている。 

    

図９ 輻射熱の時間変化（Ａ火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 

     

     ｂ 温度の時間変化 

温度の時間変化は図 10 のとおりである。温度変化についても、泡消火設備

起動後は温度の上昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制されてい

ることが確認でき、水成膜泡消火薬剤を用いた場合と概ね同じ傾向となって

いる。また、泡消火設備の放射停止後は、温度が上昇しているが、ミラーに

はほぼ変化が見られなかった（図 11）。 
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図 10 温度の時間変化（Ａ火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 

        

         

図 11 実験前後のミラー状況（A 火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 

 

   イ B 火災模型 

    (ア) 水成膜泡消火薬剤 

      B 火災模型において水成膜泡消火薬剤を用いた泡消火設備の消火実験結果は

以下のとおり。 

     
図 12 実験実施状況（B 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

     ａ 輻射熱の時間変化 

輻射熱の計測状況及び時間変化は図 13 及び 14 のとおりである。泡消火設

備起動後は輻射熱の上昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制され

ていることが確認できる。 
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図 13 輻射熱の測定状況（B 火災模型共通） 

 

     

図 14 輻射熱の時間変化（B 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

     

     ｂ 温度の時間変化 

温度の計測状況及び時間変化は図 15 及び 16 のとおりである。温度変化に

ついても、泡消火設備起動後は温度の上昇が緩慢になっており、隣接車両へ

の延焼が抑制されていることが確認できる。また、泡消火設備の放射停止後

は、温度が上昇しているが、ミラーが一部溶融している程度で着火はしてい

ない（図 17）。 

      

図 15 温度の測定状況（B 火災模型共通） 
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図 16 温度の時間変化（B 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

      

         

図 17 実験前後のミラー状況（B 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

 

    (イ) 合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー） 

      B 火災模型において合成界面活性剤泡消火薬剤（フッ素フリー）を用いた泡

消火設備の消火実験の状況及び結果は以下のとおり。 

     

    図 18 実験実施状況（B 火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 
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     ａ 輻射熱の時間変化 

輻射熱の時間変化は図 19 のとおりである。泡消火設備起動後は輻射熱の上

昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制されていることが確認でき、

水成膜泡消火薬剤を用いた場合と概ね同じ傾向となっている。 

     

図 19 輻射熱の時間変化（B 火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 

     

     ｂ 温度の時間変化 

温度の時間変化は図 20 のとおりである。温度変化についても、泡消火設備

起動後は温度の上昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制されてい

ることが確認でき、水成膜泡消火薬剤を用いた場合と概ね同じ傾向となって

いる。また、泡消火設備の放射停止後は、温度が上昇しているが、ミラーが

一部溶融している程度で着火はしていない（図 21）。 

      

図 20 温度の時間変化（B 火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 
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図 21 実験前後のミラー状況（B 火災模型・合成界面活性剤泡消火薬剤） 

 

  ⑵ Y 社での実験結果 

Y 社で実施した実験については、１回目の A 火災模型を用いた水成膜泡消火薬剤

の実験で実験場の計測終了条件に該当し実験を終了したため、以降の A 火災模型を

用いた合成界面活性剤泡消火薬剤の実験と B 火災模型を用いた実験については実施

せず。 

A 火災模型において水成膜泡消火薬剤を用いた泡消火設備の消火実験の状況及び

結果は以下のとおり。 

  

図 22 実験実施状況（A 火災・水成膜泡消火薬剤） 

 

ア 輻射熱の時間変化 

輻射熱の計測状況及び時間変化は図 23 及び 24 のとおりである。泡消火設備起

動後も輻射熱が上昇しており、着火から約 180 秒で定常燃焼となっている。また、

着火から 311 秒時点で実験場の計測終了条件に該当したため、人手による消火を

実施している。 
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図 23 輻射熱の測定状況（A 火災模型） 

 

   

図 24 輻射熱の時間変化（A 火災・水成膜泡消火薬剤） 

    

   イ 温度の時間変化 

温度の計測状況及び時間変化は図 25 及び 26 のとおりである。泡消火設備起動

後は温度の上昇が緩慢になっており、隣接車両への延焼が抑制されていることが

確認できる。また、泡消火設備の放射停止後は、温度が上昇しているが、ミラー

にはほぼ変化が見られなかった（図 27）。 

     

図 25 温度の測定状況（A 火災模型） 
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図 26 温度の測定状況（A 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

     

        

図 27 実験前後のミラー状況（A 火災模型・水成膜泡消火薬剤） 

 

 ４ 考察 

   火災模型は自動車の発熱速度のピーク前後（10 分間）の燃焼性状は概ね再現できて

おり、火災模型を用いた消火実験の結果から泡消火設備を作動させた場合においてフ

ォームヘッドより下の泡消火薬剤がかかる部分についてはピーク前後における延焼抑

制性能を有していることが確認できた。一方で、フォームヘッドより上の泡消火薬剤

がかからない部分については温度が上昇していることから、天井の不燃化等の配慮が

必要であると考えられる。なお、火災模型の燃焼は 10 分程度で減衰するため、現行基

準の泡放射時間である 10 分以後の性能までは確認できなかった。 

   また、火災模型を用いた消火実験では、実験後の火災模型の損傷が大きく 4 回程度

で造り直す必要があることや実験場の制約（耐熱、排煙能力等）により実験自体の実

施が困難な場合もあることから、火災模型については自動車の燃焼のピーク前後の火

熱に対する泡消火設備の有効性について本実験における確認用のものとして位置づけ

ることが適当であると考えられる。 
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２．燃料タンク漏れ量と穴の大きさの関係 

2.1 目的 

燃料タンクに穴が開いた場合，どの程度の量のガソリンが漏れるかを調べる． 

2.2 理論 

燃料タンクに穴が開いた場合の燃料漏れ速度を考える。タンクの穴が円形であり、タン

クの液面降下速度がほとんど変化しないと仮定すれば、以下に示すベルヌーイの定理から

の漏れ速度を算出することができる。 

B
BB

A
AA Z

g

V

g

P
Z

g

V

g

P


22

22


(2.1)式 

より、 












 H

g

PP
gV BA

B


2 (2.2)式 

ここで、添え字 A はタンク内の液面上部、添え字 B は流出部の状態を示し、P は圧力、

Vは流速、Zは高さであり、Hは位置ヘッド（＝ZA－ZB）である。 

ここで，図２に示される燃料タンクからガソリンが漏れた場合を考える。 

図２ 燃料タンクからのガソリン漏れ 

タンク内の圧力 PAが大気圧 PBと同じであると仮定（PA=PB）すると、 (2.2)式は、

gHVB 2 (2.3)式 

となる。 

キャニスター

大気中へ 

燃料タンク 

エンジンへ

H 

PA 
PB 

VB 
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タンク内の燃料が漏れる流量 Q [m3/ｓ] は

BB V
R

AVQ
4

2
 

  [m3/s] (2.4)式 

で表される。ここで、αは流量係数、Rは孔の直径[m]である。 

1m3=1000Lであるので、流量を[m3/s]から[L/s]に換算し、かつ式(2.3)を代入すると、 

gH
R

V
R

Q B 2
4

1000
4

1000
22 




 
[L/s]  (2.5)式 

となる。なお、実際には流体の粘性や縁などの荒さの影響により流量係数α＜１がある。 

（ここでは，タンク内の圧力 PAが大気圧 PBと同じであると仮定したが，実際には、燃料

タンク内はガソリン蒸気圧で加圧されている。この場合，PA にはそのタンク内の圧力（絶

対圧）を入れ，PBには大気圧を式(2.2）に代入し，VBを解く。） 

＜例題＞ 

縦 0.6m×横 1.2mの燃料タンク内にガソリンが 40L入っている。燃料タンクの真下に直

径 0.00371ｍ（3.71mm）の孔が空いた際、ガソリンが初期に漏れる量はどの程度であるか。

ただし、流量係数は１とする。 

解答） 

燃料タンクの底面積は 

縦 0.6m×横 1.2m=0.72m2 

となる。ガソリン 40L=0.04m3 が入っているので、燃料タンク底面からガソリン液面まで

の高さは 

燃料タンク底面からガソリン液面までの高さ=燃料の量/底面積=0.04／0.72=0.056mとな

る。式（５）に代入すると、 

0113.0056.08.92
4

00371.014.3
110002

4
1000

22




 gH
R

Q


 [L/s] 

すなわち、一秒間に 0.0113L（11.3ｍL）、一分間では約 0.68L漏れる（680cc/min）ことに

なる。 

この流量で燃料漏れ火災が発生すると，どうなるのか？ 
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実験開始 

実験開始３秒後 

ガソリン漏れ量 

680cc/min 

実験開始１分後 

火炎が大きく拡大し始める 

実験開始１分３０秒後 

火炎は車両底部投影面と

ほぼ同じ規模になる 

実験開始２分２０秒後 

火炎は車室内へフラッシュオー

バーし、トランクルームリッドの

エッジ周囲にも見られる。

実験開始２分４０秒後 

運転席側後輪のタイヤが破裂

し、その破片が助手席側へ吹き

飛ぶ 
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.07.22】別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) 

別添17 衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準 

1. 適用範囲

この技術基準は、専ら乗用の用に供する普通自動車又は小型自動車若しくは軽自

動車（乗車定員11人以上の自動車、車両総重量が2.8ｔを超える自動車、二輪自動車、

側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。）の燃料タン

ク及び配管（圧縮水素ガスを燃料とする自動車にあっては、ガス容器、配管その他

の水素ガスの流路にある装置。以下同じ。）に適用する。 

2. 用語

2.1. 「バリヤ」とは、前面衝突試験の際に試験車両を衝突させる壁面をいう。 

2.2. 「インパクタ」とは、後面衝突試験の際に、試験車両の後面に衝突させる衝撃

子をいう。 

3. 試験方法

3.1. 前面衝突試験 

3.1.1. 試験装置 

3.1.1.1. バリヤ 

バリヤは、試験自動車の衝突の耐えられる重量及び構造を有する鉄筋コンクリー

ト製とし、その前面は高さ1.5ｍ以上、幅３ｍ以上の大きさを有し、助走路に対して

垂直であるものとする。また、バリヤの衝突面から手前５ｍ程度の助走路は、平た

んかつ水平であること。 

なお、バリヤ前面には、厚さ約20mmのベニヤ板を取り付けるものとする。また、

バリヤとベニヤ板との間には、バリヤを保護するための鉄板又は荷重計を取り付け

てもよい。 

3.1.2. 試験自動車の状態 

3.1.2.1. 試験自動車の重量は車両重量相当以上であること。ただし、スペア･タイヤ

及び工具類を備えた自動車にあっては、これらを試験自動車に取り付けた状態で試

験することができる。 

3.1.2.2. 装着部品は、燃料タンク及び配管に干渉するおそれのある部品を除き、正

規の部品でなくてもよく、また、取り外すことができる。 

3.1.2.3. 燃料は、代用液体を使用するものとし、この代用液体は、使用燃料と粘性、

比重が類似したものであること。圧縮水素ガスを燃料とする自動車においては、ヘ

リウムを代用ガスとして使用するものとする。 

3.1.2.4. 燃料の量は規定タンク容量の90％以下であってはならない。圧縮水素ガス
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道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.07.22】別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) 

を燃料とする自動車においては、ガス容器は、常用の圧力（別添100「圧縮水素ガス

を燃料とする自動車の燃料装置の技術基準」の2.4.の常用の圧力を言う。）の90％

を超えるようヘリウムガスが充填されていること。 

3.1.2.5. 燃料タンク及び配管以外の装置については、代用液を入れなくても差し支

えない。 

3.1.2.6. 圧縮水素ガスを燃料とする自動車においては、試験自動車の主止弁及びそ

の下流の配管に装備されている遮断弁等は、衝突の直前までは開放状態としておく

こと。 

3.1.2.7. 衝突時に自動的に主止弁その他を閉止させて燃料の供給を遮断するシステ

ムを備えない圧縮水素ガスを燃料とする自動車にあっては、衝突後に主止弁その他

の弁が閉止した場合、速やかにこれらの弁を開放状態とする。 

3.1.2.8. 衝突時に自動的に主止弁その他の弁を閉止させて燃料の供給を遮断するシ

ステムを備える圧縮水素ガスを燃料とする自動車にあっては、このシステムが作動

するように施されていても良い。衝突後、いずれかの弁が閉止してガス容器内の圧

力の測定が妨げられる場合には、圧力を測定するときに、それを開放状態とするか、

又は必要に応じて測定用の圧力センサ若しくは温度センサを取り付けるものとする。 

3.1.3. 試験方法 

試験自動車を50±２km/hの速度で、バリヤ前面に垂直に正面衝突させる。ただし、

試験がこれよりも高速度で実施された自動車が要件に適合した場合、当該自動車は

要件に適合しているものとする。この場合に、衝突時の車両中心面とバリヤの中心

面との間隔は、300mm以下であること。また、衝突後、できるだけ速やかに各部より

車外に流出又は滴下する燃料の量を、５分間測定する。圧縮水素ガスを燃料とする

自動車においては、ガス容器内又はガス容器下流の最初の減圧弁の上流において、

ガスの圧力及び温度を、衝突を実施する直前と衝突60分後に測定する。 

3.2. 後面衝突試験 

3.2.1. 試験装置 

3.2.1.1. 試験場 

車両の衝突と移動が行われる路面は水平かつ平坦で、乾燥した舗装路であること。 

3.2.1.2. インパクタ 

インパクタは鋼鉄製で、剛性を有する構造であること。 

インパクタの衝撃面は平坦であり、高さ800mm以上幅2.5ｍ以上の大きさを有して

おり、その端部が丸められているものにあってはその端部の曲率半径は50mm以下で

あること。また、インパクタの衝撃面には、厚さ約20mmのベニヤ板を取り付けるも
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のとし、更に、インパクタの衝撃面の下端の地上高は、175±25mmであること。 

インパクタは、3.2.1.2.1.に規定する方法により直線移動する台車に固定するか、

3.2.1.2.2.に規定する方法により振子に取り付けられること。 

3.2.1.2.1. 台車を使用する場合の要件 

(1) 台車は剛性を有し、衝突により変形することのないものであること。

(2) 台車は、衝突中拘束されるものであってはならず、かつ、衝突後は推進力を有

しないものであること。また、台車には、再衝突を防止するための制動装置を 

備えることができる。 

(3) 台車及びインパクタの総質量は、1,100±20kgであること。

3.2.1.2.2. 振子を使用する場合の要件 

(1) 振子及びインパクタと振子の取り付け部は剛性を有し、衝突により変形するこ

とのないものであること。 

(2) 衝撃面の中心と振子の回転軸との間の距離は５ｍ以上であること。

(3) 振子の衝撃中心における換算質量〔Mr〕は、1,100±20kgであること。

ここで

Mr＝Ｍ×L/A 

Ｍ：振子の全質量〔kg〕 

Ｌ：衝撃中心と回転軸間の距離〔ｍ〕 

Ａ：振子の重心と回転軸間の距離〔ｍ〕 

(4) 振子には、二次衝突を防止するための制動装置を設けること。

3.2.2. 速度測定装置 

3.2.3.の速度を測定するための速度測定装置は、インパクタの速度を真の値の１

％以内の精度で測定できるものであること。 

3.2.3. 試験自動車の状態 

3.1.2.と同じとする。 

3.2.4. 試験方法 

自動車を試験場内に静止させ、インパクタを水平、かつ、車両中心面と平行な方

向に50±２km/hの速度で車両の後面に衝突させる。ただし、試験がこれよりも高速

度で実施された自動車が要件に適合した場合、当該自動車は要件に適合しているも

のとする。この場合に、衝突時の車両中心面とインパクタの中心面との間隔は、

300mm以下であること。また、衝突後、できるだけ速やかに各部より車外に流失又は

滴下する燃料の量を、５分間測定する。圧縮水素ガスを燃料とする自動車において

は、ガス容器内又はガス容器下流の最初の減圧弁の上流においてガスの圧力及び温
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度を、衝突を実施する直前と衝突60分後に測定する。 

4. 判定基準

3.1.及び3.2.の試験を行ったとき、衝突後各部より車外に流失又は滴下する燃料

の量は、最初の１分間で30ｇ以下であり、かつ、５分間で150ｇ以下であること。圧

縮水素ガスを燃料とする自動車においては、次の手順で求められる水素ガス漏洩は、

毎分131NL以下であること。 

(1) 測定された衝突を実施する直前と衝突 60分後のガス容器内又はガス容器の下

流の最初の減圧弁の上流のヘリウムのガスの圧力を 0℃における圧力に換算する。 

Ｐ0’＝P0×｛273／（273＋Ｔ0）｝ 

Ｐ0’：衝突を実施する直前のヘリウムのガスの圧力の0℃換算圧力（ＭPa ab

s） 

Ｐ0：衝突を実施する直前のヘリウムのガスの圧力測定値（ＭPa abs） 

Ｔ0：衝突を実施する直前のヘリウムのガスの温度測定値（℃） 

Ｐ60’＝P60×｛273／（273＋Ｔ60）｝ 

Ｐ60’：衝突 60分後のヘリウムのガスの圧力の0℃換算圧力（ＭPa abs） 

Ｐ60：衝突 60分後のヘリウムのガスの圧力測定値（ＭPa abs） 

Ｔ60：衝突 60分後のヘリウムのガスの温度測定値（℃） 

(2) (1)で得られた衝突を実施する直前と衝突 60分後のガス容器内又はガス容器

の下流の最初の減圧弁の上流のヘリウムのガスの圧力の0℃換算圧力を用いて、

衝突を実施する直前と衝突60分後の各々のガス密度を求める。 

ρ0＝－0.00621×(Ｐ0’)
2＋1.72×Ｐ0’＋0.100 

ρ0 ：衝突を実施する直前のヘリウムのガス密度（kg/m
3） 

ρ60＝－0.00621×(Ｐ60’)
2＋1.72×Ｐ60’＋0.100 

ρ60 ：衝突 60分後のヘリウムのガス密度（kg/m
3） 

(3) (2)で得られたガス密度を用いて、衝突を実施する直前と衝突60分後の各々

のヘリウムのガス量を求める。ただし、内容積については、ガス容器内でヘリウ

ムのガスの圧力を測定した場合はガス容器の内容積、ガス容器下流の最初の減圧

弁上流でヘリウムのガスの圧力を測定した場合はガス容器とガス容器下流の最初

の減圧弁上流までの間の内容積とする。 

Ｑ0＝ρ0×Ｖ×(22.4／4.00)×10
－3 

Ｑ0：衝突を実施する直前のヘリウムのガス量（m
3） 

Ｖ：内容積（L） 

Ｑ60＝ρ60×Ｖ×(22.4／4.00)×10
－3 

82



道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【2009.07.22】別添17(衝突時等における燃料漏れ防止の技術基準) 

Ｑ60：衝突 60分後のヘリウムのガス量（m
3） 

Ｖ：内容積（L） 

(4) ヘリウムのガス漏洩率を求める。

⊿Ｑ＝(Ｑ0－Ｑ60)×10
3 

ＲＨe＝⊿Ｑ／60 

⊿Ｑ：衝突 60分後のヘリウムのガス漏れ量（NL） 

ＲＨｅ：ヘリウムのガス漏洩率（NL/min） 

(5) ヘリウムのガス漏洩率を水素ガス漏洩率に換算する。

ＲＨ＝1.33×ＲＨｅ 

ＲＨ：水素ガス漏洩率（NL/min） 
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1. 適用範囲
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この技術碁準は、 自動車（二輪自動車、 側車付二輪自動車、 カタピラ及びそりを有す

る軽自勁車、 大型特殊自軌車亜びに小型特殊自動車を除く。）の運転者室 及び客室（以下

「運転者室等」という。） の内装材料に適用する。

2. 用語

この技術基準中の用語の定義は次によるものとする。

2. 1. 「燃焼」とは、 試料への着火又は試料の炭化、 滴下若しくは溶解をいう。

2. 2. 「運転者室等の内装材料」とは、 座席、 座席ベルト、 シート組込式年少者用補助乗

車装置、 天井張り、 コ ンバー チブルトップ、 アームレスト、 ドアトリム、 フロントトリ

ム、 リアトリム、 サイドトリム、 リアパッケ ージトレイ、 頭部後傾抑止装置、 カーペッ

ト、 マット、 サンバイザ、 サンシェ ード、 ホイールハウスカバー、 エンジン コ ンパート

メントカバー、 マットレスカバー、 インストルメントパネルパッド、 乗員が衝突したと

きに衝撃を吸収するよう設計されたステアリングセンターパッド、 エアバッグの膨張部

分及びニ ー ボルスタであって、 車体に固定されているものの構成材料をいう。 ただし、

寸法が長さ293mm又は幅25mmに満たないものは除く。

3. 試験方法

3. 1. 試験片

3. 1. 1. 試験片の寸法

内装材料の試験片の寸法は、 長さ350mm、 幅100mm、 厚さ12mmとする。 ただし、 内装材

料の大きさ又は形状により当該寸法の直方体を試験片として採取することができない場

合には、 当該内装材料から3.1. 2．の規定に従って採取できる最大寸のものを試験片とす

る。

3. 1. 2. 試験片の採取及び作製方法

試験片を次の手順に従って5個採取及び作製する。

(1) 内装材料の平らな部分（内装材料の形状等により、 平らな部分から3.1. 1.に規定す

る寸法の試験片を採取することができない場合は、 曲がり方が緩やかな曲面を含む。）

から運転者室等の内表面から12mmの深さのところまでを（表面が湾曲しているため平

らな試験片を得ることが不可能な場合は、 すべて点で試験片の厚さが12mm以上になら

ないよう） 3.1. 1.に規定する寸法で切断・採取する。 ただし、 当該深さのところまで

において異なる2種類の内装材料の接合面がある場合には、接着されているか否かに応

じ、 それぞれ、 次の方法によって試験片を採取する（図l)。

① 接触するすべての点が接着材等により接着されている場合

接着された2種類の内装材料を不可分な一のものとみなし、運転者室等の内表面か

ら12mmの深さのところまで、 接着した状態で試験片を採取する。 ただし、 当該内表

面とは反対側にある接着された内装材料が鋼板、 アルミ板、FRP等の不燃性の材料で
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ある場合には、 当該不燃性材料をはがしたものを試験片とすることができる。

② 接触するすべての点が接着材等により接着されていない場合

運転者室等の内表面側にある内装材料のみから分離して試験片を採取し、さらに、

接合面から12mmの深さのところまでの内装材料を採取する。 ただし、 再び当該深さ

のところまでにおいて異なる2種類の内装材料の接合面がある場合には、運転室等の

内装面側にある接合面を 運転者室等の内表面とみなし、(1)本文のただし書きの規定

に準じて試験片を採取することとする。

図1

覺曇●□ば直

（図の説明）

① 材料Aは、 材料Bと非接着であるため、 単独で採取される。

② 材料Bの部分は、 運転者室等の内表面から12mm以内にあり、 かつ、 材料Bと材料C

は、接触するすべての点が接着材等により接着されている。 このため、材料Bと材料

Cは、 不可分な一の材料として採取される。 その切断は、 図中材料C内に示されるよ

うに試験片を12mmの厚さにするよう行う。

(2)内装材料の形状等により、 平らな試験片の採取が困難な場合には、 当該内装材料と

材質、 構成等が同 一である平板から試験片を採取することができる。 なお、 当該平板

の厚さは、 当該内装材料のうち最も平らな部分の厚さとする。

(3)内装材料が燃焼した場合において、 その燃焼範囲の広がり方に方向性があるときに

は、 燃焼が早く進む方向が試験片の長手方向と一致するよう試験片を採取することと

する。

(4)内装材料の表面が柔毛を備え、 又は房状である場合には、 当該内装材料を平らな面

に置き、25mm当り7 本又は8本の滑らかな丸みの歯を有するくしで2回すいた後、試験片

を採取する。

3. 2. 試験装置 及び試験条件

3. 2. 1. 試験は、 JIS D1201-1977「自動車室内用有機資材の燃焼試験方法」に規定する燃

焼試験装置（各部の寸法 (JIS D1201-1977において公差が規定されているものを除く。）

については、すべて土2mmの公差を許容することとし、当該試験装置上部にある換気用す

き間の長さの寸法は、 特に定めないこととする。）内で行う。

3. 2. 2. 試験を実施する前に、 各試験片は20土5℃の温度及び相対湿度50土5％に保たれた

環境条件のもとで少なくとも24時間放置する。 なお、試験片の燃焼は、20土5℃の湿度及

び相対湿度65土20％に保たれた環境条件のもとで行う。
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3. 2. 3. 試験片は、 2個のJIS D1201-1977に規定する コ の字形取付具（各部の寸法(JIS

D1201-1977において公差が規定されているものを除く。）については、 すべて土2mmの公

差を許容することとする）の間にはさむ。 なお、 試験片の幅が小さいため、 コ の字形取

付具にはさめない場合又は試験中試験片の燃焼端の軟化又は屈曲のため、 試験片が垂れ

下がる等により試験片を水平に保持することが困難な場合には、 下側の コ の字形取付具

は、 JIS D1201-1977に規定する針金付き保持具に代えることができる。

3. 2. 4. コ の字形取付具の開口端から38mmの位置及び当該位置から254mmの位置に標線を

表示する。 この場合において、 クランプされた内側の端からその側の標線までの間の距

離は、 38土1mmとする。

3. 2. 5. 試験片の着火に使用するガスバーナーの出火管の内径は9.5土0.5mmとする。

3. 2. 6. ガスバーナーに供給されるガスは、 原則として総発熱量が35,000~38,OOOkJ/m3 

の天然ガスを用いる。 ただし、 当該天然ガスと同等以上の総発熱量を有する液化石油ガ

ス (LPガス）を用いてもよい。

3. 3. 試験方法

次の手順に従って5個の試験片について試験を行う。

(1)試験片の長辺の両側及び短辺の一方の端が コ の字形取付具又は針金付き保持具によ

って保持されるよう試験片を取付ける。 この場合において、 もう一方の短辺の端（以

下「自由端」という。）は、 コ の字形取付具の開口端と平行し、 また、 試験片の運転者

室等の内表面側の表面は、 ガスバーナの炎があたるよう下側とする。

(2) コ の字形取付具等に取り付けられた試験片を水平、 かつ、 ガスバーナーを燃焼試験

装置内に置いた場合に、 ガスバ ーナの出炎管の中心が試験片の自由端の中心の下方

19mmの位置となるよう燃焼試験装置の中央部に置く。

(3)ガスバーナを空気取入口を閉じた状態で水平な上台に置いて点火し、 ガス調整バル

プを炎の高さが出炎管を垂直にした状態で約38mmとなるよう調節する。

(4)燃焼試験装置内の試験辺との位置関係が(2)に規定するものとなるようガスバーナ

を燃焼試験装置内に置く。

(5)試験片を少なくとも15秒間炎にさらす。

(6)燃焼が、 試験片の自由端から38mmの位僅にある点を通り、 コ の字形取付具の開口端

と平行な直線（以下「A標線」という。）に達したとき、 時間の計測を開始する。 なお、

試験片を作製するときに切除することにより新たに作られた試験片の面については、

燃焼時に火炎の急激な伝播があったとしても、これを燃焼とはみなさないこととする。

(7)燃焼が、 A標線からの距離が254mmの位置にある点を通り、 コ の字形取付具の開口端

と平行な直線（以下「B標線」という。）に達するまでに要する時間を測定する。 なお、

燃焼がB標線に達しない場合には、燃焼の進行が停止するまでの時間とそれまでに試験

片が燃焼した長さを測定する。 また、 時間の計測を開始した後、 5分経過しても燃焼が

B標線に達しない場合には、 コ の字形取付具に取り付けられた状態で強制的に燃焼の進
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行を停止させ、 その時点で試験を終了することができる。 この場合においては、 強制

的な燃焼の進行停止作業を開始するまでの時間と燃焼の進行が停止するまでに試験片

が燃焼した長さを測定する。

(8)次の計算式にしたがって試験片の燃焼速度を計算する。

B= 60 • D
T 

この場合において、
Bは、 燃焼速度（単位 mm／分）

Dは、 254mm又は燃焼の進行が停止するまでに試験片が燃焼した長さ

（単位 mm) 
Tは、距離Dを燃焼するために要した時間又は強制的な燃焼の進行停止作業を開始

するまでの時間（単位 秒）

4. 判定基準

4. 1. 3の試験を行ったとき、 5個の試験片は、 それぞれ、 次のいずれかの基準に適合する

こと。

(1)燃焼しないこと。

(2)試験片の燃焼速度の最大値は、 100mm／分を超えないこと。

(3)試験片の燃焼が、 A標線に達してから60秒経過する前に停止し、 かつ、 A標線に達し

た後の試験片の燃焼した長さが50皿未満であること。

4. 2. 鋼板、 アルミ板、 FRP、 厚さ3mm以上の木製の板（合板を含む。）及び天然の皮革は、

3．及び4.1.の規定にかかわらず、 難燃性の材料とみなす。
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燃料電池自動車に対応した地下駐車場等における防火安全対策に関する調査研究報告書【抜粋】
（平成16年 燃料電池自動車の地下駐車場等における防火安全対策検討会）
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と
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S
=
𝑞𝑞 𝐿𝐿 𝑉𝑉 𝐵𝐵

S
: 火

災
面

積
（
𝑚𝑚
2 ）

𝑞𝑞 𝐿𝐿
: 液

体
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流
出
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𝑉𝑉 𝐵𝐵
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の
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焼

速
度
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/𝑠𝑠
）
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率
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×
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底
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2 )
𝑔

: 穴
か

ら
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=
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=
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=
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=
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ン
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。
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